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国立大学法人長岡技術科学大学事業報告書 

 

「Ⅰ はじめに」 

本学が目指す大学像は、「日本のものづくり地域および世界の次世代戦略地域の活性化と、発展を牽

引し、技学に基づく産業創造リーダー育成教育を自律的に持続させる大学」であり、これを達成するた

め、第 3期中期目標期間においては、学長のリーダーシップの下で以下の機能強化の実施に向け、大学

が一丸となり業務を推進している。 

戦略 1 高度ものづくり人材育成を目指す技学教育の継続的発展 

戦略 2 未来技術分野での世界レベル研究拠点の形成と地域産業の活性化 

戦略 3 技科大と高専が連携・協働したグローバル・イノベーション人材の育成 

戦略 4 大学運営組織の自己改革 －教育・研究・運営改革－ 

また、「三機関（本学、豊橋技術科学大学、国立高等専門学校機構）が連携・協働した教育改革」が

平成 29 年度に事業を終了した後も、事業期間中に各機関が取り組んだ人材育成のためのプログラム、

例えば、①e ラーニングによる協働科目の配信、②高専と本学が実施する共同研究に両校の学生が研究

補助者として参画し次世代の研究者を育成、③在学中の高専学生を本学研究室に受入れて研究指導を行

うなど、これら協働プログラムを継続実施するための体制を発展的に維持している。さらに、平成 26

年度に採択された「グローバル産学官融合キャンパスの構築」事業では、世界 8ヵ国に設置した GIGAKU

テクノパークネットワーク（GTP：産学官連携プロジェクトと技学実践教育とをリンクさせた、本学が

定めた各戦略地域に設置した産学官融合キャンパス）の各拠点を通じて、地元中小企業と日系企業との

連携を支援し、世界 10ヵ国に設置した GIGAKU教育研究ネットワークの各拠点を通じて、本学の学生を

教育し海外で活躍できるイノベーション指向人材の育成を進めている。 

 学長のリーダーシップに基づいて、本学の強み・特色となる「材料科学」、「電力工学」の 2研究分野

を特長として平成 30 年度に申請した「卓越大学院プログラム」が採択された。本プログラムは全大学

が申請できるもので、54件の申請で 15件の採択の狭き門で認められたものである。本プログラムでは、

社会人・教員・学生が対等な立場で協働する「超実践教育」を実施できる場の構築を行う。大きく分け

ると、(1)欧州の先進的実践教育研究大学との「コンソーシアム」を活用したグローバル教育の加速的

推進、(2)学内全域を「オープンイノベーションキャンパス」化し、日常的に学生主体の実践の場を構

築する、(3)行政と連携して「共同工場」のプロデュースに参画し、教員学生の実践の場を構築する。

そして、これらをベースとした共同研究、インターンシップ等をカリキュラムに組み込み、ものづくり

の根幹をなす専門領域の教育を受けて高度な知識を身に付けることを可能とし、さらに反復型の実習を

積むことで、タフで世界に通用するイノベーティブな研究者を育成する。 

 さらに、本学は、国連が掲げる「アカデミック・インパクトの 10 原則」を支持し促進させるという

コミットメントを表明した。平成 27 年度以降、「持続可能な開発目標（SDGs）」をテーマとした、本学

及び高等専門学校の学生参加型の国際会議を主催し、SDGsに関連する研究テーマの発表会を英語により

実施している。この活動が国連に評価され、平成 29 年 9 月には国連アカデミック・インパクトへの参

加が承認された。これらを背景に、平成 30年 10月に、国連本部が本学を「国連アカデミック・インパ

クト（UNAI）における SDGs のゴール 9（産業と技術革新の基盤を作ろう）」のハブ大学に任命した。本

学は SDGs を新しい時代の技学教育の柱として捉え、海外へ普及、展開する体制を加速させる。なお、

ハブ校は、SDGs の 17 のゴールそれぞれに世界で 1 校のみが選出されるもので、本学は日本を含む東ア

ジアから唯一の選出校である。 

 

１．教育研究等の質の向上の状況 

（１）教育に関する目標の取組状況 
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（教育内容及び教育成果） 

①  アドバンストコース（高等専門学校 4･5年次から本学の修士課程までの一貫した連携教育プログ

ラム）を履修している高専学生を対象とした「高専・技大協働教育選抜（仮称）」（令和 4年度第

3 学年編入学者から対象）の導入に先立ち、コースで目指す育成人材像を整理して共有し、コース

生募集要項を、コースホームページ、広報リーフレット及び各説明会で周知した。また、平成 30

年度に、国立高専を対象としたアドバンストコースに関するアンケート調査を実施し、その結果を

コース設定に反映させる。 

②  高専学生及び学部課程在学時に修士課程の単位を早期に履修した学生で、かつ、修士課程に進学

した 28名に対して、早期履修した修士課程科目計 74科目の単位認定を行った。単位認定を行うこ

とで、早期修了や、リサーチ・インターンシップを履修しやすい環境を整備した。当該制度により

修士課程科目を早期に履修した学生のうち 1名は、技術科学イノベーション専攻を早期修了してい

る。 

 なお、リサーチ・インターンシップを履修した学生のアンケートから「経験することで将来役に

立つ」、「海外で活躍・仕事をする自信がついた」、「以前より海外での生活に興味や関心が高まった」、

「国により就労時間の違いがある」などの回答が得られ、学生にとってグローバルな気付きが得ら

れる等、本制度の効果が確認できた。 

③  入学直後に実施した英語と数学のプレースメントテストの結果を基に習熟度別クラス編成を行

い、学生のレベルに合わせた学修指導を行った。また、プレースメントテストの成績下位者には、

学習サポートを受けるように声がけを行い、基礎学力の向上を図った。 

 学習サポーター制度は、学習サポーター本人をはじめ、クラス担当教員、科目担当教員が協力し

て運営しており、自主的にサポートを希望する学生の他に受講が望ましい学生の選定も行い学習を

支援している。このような取り組みの結果、平成 30 年度に学習サポートを受けた学生は 195 名と

なった。学習サポートを受けた学生のアンケートから、「勉強に対して気持ちが変わった」、「問題

やレポートの解き方、書き方が分かった」、「勉強する時間が増えた」、「研究室の話を聞くことがで

きた」等の回答が寄せられ、学習サポートを受けた 97%が「役に立った」と回答した。 

 さらに、充実したサポート体制を構築するため、学習サポーターやサポートを受けた学生の意見

を基に、学習サポーターの指導を希望する学生側の視点での質の向上を図っている。 

④  ユネスコ本部との間で、ユネスコチェアプログラム"UNESCO Chair on Engineering Education for 

Sustainable Development" (技学 SDG インスティテュート)の協定を締結した。これは、技学教育

を海外へ普及・展開させる取り組みとして「技学 SDGインスティテュート」をユネスコに申請した

もので、国内の工学系大学において初めてユネスコチェアプログラムに認定された。 

 実践的技術者教育とともに新しい時代の技学教育の柱となる SDGs 教育を推進するため、教員の

研究テーマと SDGsの対応の調査を実施し、SDGsの 17の各領域で関連性があることが検証された。 

実践的技術者育成プログラムの質の保証を検討し、国際通用性を担保することを目的とした「国

際技学認証委員会」を設置し、委員として技学に理解を示す 10 カ国 18 機関の有識者等を招聘し、

議論を行った。その結果、当初想定していなかった機関からもプログラムへの賛同を得て、6 カ国

9 高等教育機関（ハノイ工科大学（ベトナム）、インド工科大学マドラス校（インド）、モンドラゴ

ン大学（スペイン）、デウスト大学（スペイン）、モンゴル科学技術大学（モンゴル）、新モンゴル

高専（モンゴル）、グアナフアト大学（メキシコ）、国立高等専門学校機構、福島工業高等専門学校）

と共にユネスコ本部へユニツインの共同申請を決定した。これにより、技学教育を海外へ普及・展

開させる体制整備を加速させるとともに新しい時代の技学教育の柱となる SDGs 教育の推進につな

げ、技学教育の普及・展開に有効な基盤を確立した。 

⑤  教育課程に対応した英語版のシラバス及び履修案内を作成して、英語版ホームページに公開した。
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本学での学修に関心を持つ外国人学生には必要とする情報を提供し、本学を十分知らない外国人学

生には、本学のホームページに目を止めてもらえるように写真や動画を画面に大きく表示して、本

学を視覚的にイメージできるようにした。また、海外の学術交流協定締結校からの学部特別聴講学

生で高い学力を有する者については、大学院開講科目の履修がしやすくなるように規程の整備を行

った。さらに、英語による授業（併用含む）を充実させることで、日本語に不慣れな留学生の修学

環境を改善した。 

⑥  これまで、学部 1年推薦合格者を対象として、所属高校とも連携しながら、受講中の疑問解決に

科目担当教員が協力して入学前教育を実施してきたが、平成 31 年度第 3 学年編入学生にも入学前

教育を実施することとした。入学を予定している約 380名に、英語のワークブックを配付して入学

前学習を行った。 

⑦  「学生のグローバル対応力（英語力）強化ワーキンググループ」（教務委員会委員長、基盤共通

教育部長、語学センター長、海外実務訓練を担当する教員で構成）において、海外実務訓練先企業

担当者による学生の総評、英語学習における他大学の成功例等を参考に、本学のグローバル化、英

語力向上について検討した結果、平成 29 年度から実施している学部 2 年生を対象とした「海外英

語研修プログラム」（オーストラリアのカーティン大学）を、平成 31年度（令和元年度）から単位

化して開講することとした。さらに、渡航先にアメリカ、メキシコを加え、研修期間は 5 週間で 2

単位、3 週間で 1 単位とした。日本語に接することのない環境で語学研修を行い、英語がコミュニ

ケーションツールであることを認識させるとともに、海外での生活で異文化を学び、グローバルに

対応する学生を育成する。 

⑧  5月及び 9月に全修士課程学生を対象に、大学が受検料を負担して TOEIC-IPを受検させることで、

修士課程学生の英語力を把握できるようにした。平成 30年度は修士課程学生 715名が TOEIC-IPを

受検し、このうち 550 点以上得点した学生は 178 名となり全体の 23.9％（平成 29 年度 21.0%）に

達した。 

 学生の英語力向上のため、語学センター及び各専攻が主体となり、授業等を通じて学生の英語力

向上に取り組んだほか、ネイティブの外国人特任講師を雇用し、英語授業への関与や授業時間外を

活用した研修の実施等で学生の英語力向上の取り組みを進めた。 

 また、「学生のグローバル対応力（英語力）強化ワーキンググループ」において、学生の英語力

向上のみならず、これを含めた「グローバル対応力」向上のための検討を行い、海外英語研修プロ

グラムの整備、海外実務訓練に係る英語力強化及び評価方法を議論し、昼休み時間に学生や教職員

すべてを対象とした自由参加型の「新しい学生指導の英語学習 TELL」（The English Learner's Lab)

を企画実施した。 

⑨  技術経営研究科システム安全専攻のマネジメント及び組織経営の強化を目的に、実務家教員を企

業から招き「産業・環境技術政策論」及び「ファイナンス」の 2 科目を新設した。さらに、4 科目

を改編し、カリキュラムを整備した。 

 「長岡術科学大学大学院技術経営研究科教育課程連携協議会」を設置したことで、実務教育やマ

ネジメント等に関する教育に関し、有識者からの意見をもとにより充実したプログラムに整備・拡

充していく体制を整えた。 

 

（教育実施体制） 

①  教育戦略本部において、海外語学研修の単位化と語学研修科目新設の提言を行い、平成 31 年度

から実施する。また、グローバル人材の育成には英語コミュニケーション能力が必須であることか

ら、教務委員会において授業以外で気軽に英語を楽しむことができる方法を検討し、昼休みを活用

した英語学習の実施、海外派遣に伴うカリキュラムの整備及び海外語学研修の新規企画を行った。 
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②  社会貢献の一環として、一般社団法人日本オープンオンライン教育推進協議会が推進する無料動

画配信サイト「JMOOC」に、本学教員が講師となり、工学系 16科目を配信している。 

③  FD研修、授業スキルアップ研究会、FD講演会等を実施した。教員が FDに参加しやすくするため、

全教員が出席する会議（教授会等）の終了後や、授業のない 8 月後半に FD 講演会を設定して参加

を促した。また、学長をはじめとする本学教員が講師となり新任教員に本学の教育アイデンティテ

ィを説明する研修も実施した。これら FD 研修に延べ 276 名の教員（学部教育を担当する専任教員

194名が対象）が参加し、参加率は 85.1％となった。 

④  英語での授業方法を研修するため、夏季期間中の 6週間、ニューヨーク市立大学クィーンズ校（ア

メリカ）が実施する FD 研修に教員 1 名を派遣した。なお、この研修は当初 6 カ月のコースを予定

していたが、教員が参加しやすいように 6週間の短期集中型の研修に変更した。受講前後に実施す

る確認テストにおいて、『aural』、『structure』、『reading/CLOSE』、『composition』、『composite』

の評価すべてにおいて成績を上げた。さらに、令和元年度には、クイーンズランド大学（オースト

ラリア）が夏季期間中に実施する短期 FD研修（2週間）に教員を派遣することで調整を行っている。 

⑤  平成 31 年度に実施する履修申告や成績管理等の教務システムの更新に合わせ、ポートフォリオ

システム導入の準備（仕様策定等）を行った。ポートフォリオシステムは、教務システムに連動し

てデータ移行され、学生の自主的・計画的な修学を支援し、進路、適正専門分野の選定等に活用す

る。 

⑥  昼休み等の授業時間外を活用し、ラーニング・コモンズとして学生等が自由に利用できるアクテ

ィブ・ラーニングルームにおいて、学生が主体（語学センターが後援）となり「新しい学生指導の

英語学習 TELL」（The English Learner's Lab)を実施した。「TED TALK」などのビデオを教材に、

コーディネーター役の留学生 4名が、用語や表現方法を参加学生に説明した。この活動は 3学期に

週 3 回催され、令和元年度も継続して実施する。毎回 5 名から 10 名の学生が参加し、英語を楽し

みながら学習した。また、この活動とは別に、SDGs のゴール 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

に関する英語のプレゼンテーションを 12 月に実施するなど、ラーニング・コモンズが学生の自主

的・能動的活動の場となるよう工夫した。このほか、平成 30 年度末の学生収容定員における自学

自習室の収容人数の割合は、26％となっている。 

 

（学生支援） 

①  学資負担者の死亡で家計が急変した学生 8名に対して、本学独自の大学基金奨学金を給付し、経

済的支援を行った。 

 専門職大学院課程システム安全専攻（2 年以上企業等に在職し、学士以上の学力を有すると認め

た者が入学対象）の学生で、企業等から経済的支援がなく 1年次の成績が優秀な者を給付対象とし

て、「システム安全奨学金制度」を新規に制定した。1名の学生から申請があり、審議の結果給付を

行った。 

 また、入学前もしくは在学時に、人物及び成績ともに優秀な学生を対象とした本学独自の授業料

減免制度「VOS 特待生制度」（成績評価と面接により適格者を選考）により、87 名に経済的支援を

行った。 

②  学生相談をより身近なものにするため、学生ピア・サポート（障がいのある学生に学生が行うサ

ポート）制度を平成 31 年度から実施することとした。実施にあたり、学習サポーター経験者を含

む学生に、2級アクセシビリティ―リーダー資格取得のための支援を行い14名が同資格を取得した。

資格取得者は学生ピア・サポーターとして、障がい学生支援室とも連携し、障がい学生等の支援に

当たる。また、外国語による留学生相談室を土曜日に月 2回実施して相談支援体制を強化する。な

お、平成 30 年度は、体育・保健センター内のカウンセリング体制強化のためのカウンセリングル
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ームの増設に 12,300 千円を配分し、平成 31 年度当初予算で、カウンセラーの相談コマを増やし、

学生なんでも相談窓口及び支援コーディネーターを強化するために 6,521千円を配分し、ソフトと

ハードの両面から学生相談体制の充実を図る。 

③  キャンパスマスタープランに基づき、老朽化が進んでいる学生宿舎 2号棟の共用部分である、洗

面所及び給湯室を改修し生活環境を整えた。 

④  キャンパスマスタープランに基づき、バリアフリーが未対応の建物入口内の段差にスロープを設

置し、路面との段差解消のため舗装改修を行い、すべての建物、施設入口のバリアフリー化を進め

た。 

⑤  就職担当教員、各専攻に設置された就職事務室及び事務局が連携し、学生の面接状況、内定状況

を就職支援システムに随時入力することにより、リアルタイムに状況把握できるようにした。未内

定となっている学生には、例えば、長岡公共職業安定所が本学で行う出張相談に参加させるなどの

支援を行った。出張相談の平成 30年度の利用率は 94％（前年度比 18％増）に伸び、就職担当教員

の指導等の効果により、平成 30年度の内定率は 99％となった。 

⑥  新入生オリエンテーションにおいて、本学の教育理念「技学」について、未来のイノベーション

を志向する実践的技術を創造するための指導を行うことを説明するなど、職業観を培うためのキャ

リア支援講座を実施した。新入生 298 名に「進路に関するアンケート」を実施し、就職担当教員、

就職事務室とで情報共有した。また学部 1,2年生向けキャリアガイダンス、卒業生によるキャリア

講座及び女子学生向けキャリアガイダンスを開催した。各ガイダンス後に行ったアンケート結果か

ら「満足、概ね満足」が、1,2 年生向けキャリアガイダンスでは、学部 1 年生で 99%、学部 2 年生

で 97%、卒業生によるキャリア講座で 96％、女子学生向けガイダンスで 100%となり、また、「今後

の学生生活で役立つ」を問う回答では、学部 2年生で 100%、卒業生によるキャリア講座で 89%、女

子学生向けガイダンスで 100%に達するなど、今後のキャリア形成の一助になった。 

 

（入学者選抜） 

①  学力の 3要素を多面的、総合的に評価し、アドミッションポリシーに則した入学者選抜を行うた

め、学部入学者の選抜方法を次のように改訂することとした。 

【学部 1年推薦】従来の小論文試験及び面接に加え、調査書、推薦書、志願者本人が記載する資料

を活用する。 

【学部 1 年一般】「大学入学共通テスト」の記述式問題（国語、数学）の成績及び英語認定試験の

成績を大学入学共通テストの各科目に加点する。個別選抜試験は、数学、理科に加え、「思考力・

判断力・表現力」を評価するため、国語（高度な記述式試験）を課すとともに、「調査書」、「志望

調書」を活用する。 

【学部 3年推薦】「調査書」、「志望調書」の様式を変更し、配点を見直した。 

【学部 3年新設入試】「高専・技大協働教育選抜入試」を創設し、「戦略的技術者育成アドバンスト

コース」を履修する高専生への試行評価を行い、評価要領及び評価手引き作成に役立てた。 

②  令和 3年度以降に行う新たな入学者選抜方法等について、本学を訪問した学生、保護者、指導者

等をはじめ、7月開催の「高等学校等教員のための最先端技術見学会」、9月開催の「新潟県内大学

ガイダンスセミナー」、12月開催の豊橋技術科学大学との「合同説明会」でも説明した。9月には、

近隣でありながら近年志願者が減少傾向にある長野、富山、石川の高等専門学校を訪問して各高専

の教務主事等に説明し、併せて入学者選抜方法改善に関する情報収集を行った。 

③  本学のアドミッションポリシーをホームページ（アドミッションポリシーのアクセス件数 2,933

件）、大学案内、大学概要、各募集要項及びリーフレット等多様な媒体に掲載したほか、本学を訪

問した学生、保護者、指導者等（57団体、1,238名）に対し、概要及び入試制度を周知した。また、
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本学を志願する高校生、高専生及びその保護者、学校教員等に対しオープンキャンパスを開催し

1,237名（平成 29年度 970名）が参加した。 

 高校生に進学説明会や高校出前授業を実施（21 回、延べ 196 名参加：平成 29 年度延べ 125 名）

し、本学の PR と志願を促す広報活動を行った。高専生とその保護者を対象に、豊橋技術科学大学

と合同で進学説明会（21 高専 100名参加：平成 29 年度 13 高専 75 名）を東京で開催し、技術科学

大学への進学のメリットや他の工学系大学との違い、研究室の様子等を両大学の教員及び在学生が

説明し、両技術科学大学を目指す学生の理解促進を図った。 

 11月に新潟県内 9高校の校長・進路指導担当教員を招き「中越地区進学校校長と学長との意見交

換会」を開催し、本学の特徴と入試制度及び在学生の状況を説明した。 

 

（２）研究に関する目標の取組状況 

①  地域の産学連携活動を推進するため、包括的連携協定を締結している新潟県中越地区の中核的金

融機関である株式会社大光銀行の行員に、本学の技術の概要を修得する大光テクニカルパートナー

研修を実施した。渉外業務の中で共同研究につなげる役割を行い、受講者（大光銀行行員）を通じ

て 11件の技術相談を受けた。 

 企業等の活動拠点として、また、本学との連携強化のため、学内に連携サテライトオフィス（約

40㎡/室）を設置した。民間企業 2社が入居して本学と共同研究を行っている。 

 GTP を開設している国・地域の重要課題及び国際産学連携活動等の情報について、海外に進出を

予定している企業等を対象に長岡及び東京で情報交換会を開催するとともに、各 GTPに駐在の現地

スタッフが相互に情報を提供し、本学に情報を集約することで、GTP 設置地域の協定大学及び海外

進出希望企業との連携・協働が進展した。この結果、国際共同研究契約の新規締結 7件、18,243千

円（対前年度 1件、11,957 千円増）につながり、産官学金連携・協働による共同研究を推進した。 

②  研究を推進しその成果を社会に還元するため、科学技術振興機構主催のイノベーションジャパン

への参加、新潟県小千谷市での産学交流集会への出展、新潟県内の自治体（十日町市、上越市、南

魚沼市、長岡市、見附市）との共催による技術開発懇談会の開催など、地域企業等の経営者、技術

者との距離を縮める活動を継続して行った結果、本学への技術相談件数が 218 件（平成 29年度 196

件）に増加し、地域企業の技術力向上を支援した。 

 和文英文の両方で、技術用語、教員名等をキーワード検索できる Web版技術シーズコンテンツを

本学ホームページに掲載し、その接続数が、平成 29 年度 21,676 件（国内 20,357 件 国外 1,319

件）から平成 30年度 23,816 件（国内 22,471件 国外 1,345件）に増加した。 

③  文部科学省の事業で卓越研究員となった 2名と、本学が採用した 2名の合計 4名の若手研究者を

テニュアトラック教員として採用し、総額 17,000千円の研究費を配分し研究支援を行った。また、

卓越研究員事業の研究者を採用したことで、文部科学省から研究費 6,000 千円、環境整備費 5,000

千円を受入れた。 

④  テニュアトラック教員に、本学の発掘・養成プロセスに基づき研究報告会及び中間審査を、外部

評価委員を加えて実施し、合格した 1 名の女性教員を平成 31 年 4 月付でテニュア教員とした。こ

の女性教員は平成 31年 3月に、公益社団法人電気化学会第 86回大会において電気化学会女性躍進

賞を受賞した。 

⑤  未来技術科学創造教育研究機構の整備を行い、同機構内に設置した「教育部門」に異分野の融合・

深化に資する世界一線級の外国人研究者 7名を招聘し、研究力向上のため若手教員、研究室の学生

が指導を受けた。 

 また、同機構の「研究部門」において、論文数を増やしかつ質の向上のため、学術論文英文校正

費用（27 件分）、論文投稿料（8 件分）の支援を行った。さらに、重点研究領域として、本学の強
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み・特色となる 3 研究領域（グリーンテクノロジー、材料科学、制御システム）6 分野について、

学長戦略経費総額 20,000 千円を支援した。その結果、海外研究機関との共著論文数は 120 報、論

文（「著書等」を含む）数は 487報となった。 

⑥  本学は近年、共同研究先企業と共同出願する方針としていたが、法人化以降における、本学が選

定した国内 13 の理工系国立大学の特許出願傾向を調査した結果、近年、単独出願をしていない大

学は本学のみであることが判明した。このため、プロジェクトコーディネーターが協力して単独出

願を促す取り組みを行った。また、単独出願した技術に関する成果を発表会等で PR することとし

た。 

 本学の強み・特色となる「材料科学」、「制御システム」の 2研究分野に関連する国際特許分類を

キーワードにして、国内のどの地域及び企業から当該特許が出願されているかパテントマップを作

成して、今後の共同開発の資料として学内に公開した。 

⑦  本学の国際的な研究成果を調査するため、URAが SciValを用いて分析し、海外研究機関との共著

論文数は 120 報、論文（「著書等」を含む）数は 487 報、TOP10%ジャーナルに掲載された論文数は

73編（平成 29年度 68編、7%増）との調査結果を研究戦略本部に報告した。 

 

（３）その他の目標の取組状況 

（社会連携・地域連携） 

① 新潟県燕市が実施する「創業支援事業」に参画し、燕市内で創業する者に対して個別相談を行い、

技術相談や情報提供などの支援を行った。 

地元への進学・就職を促すイベント「おぢやしごと未来塾」に、新潟県から参画依頼があり、小千

谷市の中学生に対し、本学の特色や魅力、本学学生の就職先等の紹介を行った。 

長岡市が最重点政策と位置付ける長岡版イノベーションの創出に対して、NaDeC 構想実現のための

拠点施設の新規設置と運営に貢献し、長岡市内の他大学との合同授業、ベンチャー起業実習等 20 件

以上を同所で実施した。 

SDGs教育ゲームを開発し無償公開したことで、全国の自治体（山口県山口市、大阪府堺市等）主催

イベントで SDGs 教育に使用されるとともに、来日したユネスコ本部プログラムスペシャリストに対

し披露する機会を得る等 SDGsの啓発に貢献した。 

鹿児島県長島町の地域再生計画の策定に協力し、同町の内閣府地方創生推進交付金（事業名：種イ

モの自給体制構築プロジェクト）獲得につなげるとともに、同計画に基づく同町特産品の料理教室開

催やジャガイモ栽培の新技術講演会開催に貢献した。 

② 小中高校生を対象に、本学教員、名誉教授、学生のサークル等が、教員の研究テーマに関連する講

義、生徒、児童に関心をもってもらうための実験やスーパーサイエンスハイスクール講演会を行うこ

とにより、科学技術に対する関心を高めた。 

 

（国際交流） 

①  スリランカ及びミャンマーの大学において、技大式教育研究モデルの海外展開について調査・検

討を行った。平成 31 年度に当該大学の学生を特別聴講学生として受入れ、本学で日本語科目を受

講するとともに、長岡市内の企業でインターンシップを実施する。 

 平成 30 年度に学生を海外実務訓練に派遣した 14 カ国 42 機関を教員が現地訪問し、派遣学生の

実習状況の点検及び関係機関担当者等との協議、新規受入先企業の調査等を行った。また、学長及

び担当教員がインドとチリを訪問調査し、インドではインド工科大学マドラス校内に本学の 7カ国

目の海外拠点を、チリでは 5大学と連携協定を締結して、チリの首都サンティアゴに 8カ国目の海

外拠点を新設し、コーディネーターを配置した。なお、チリでの GTP（GIGAKU テクノパーク）開設
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を記念し、チリの大学において国際産学連携活動に関する情報交換会「GTP によるグローバル展開

サポート」を開催した。 

②  高専－技大教育モデルの海外展開を行っているメキシコのグアナファト大学高専コースの後半

教育のカリキュラムや日本語教育等の支援のため、教員 3 名を派遣して同大学関係者と調整した。 

 本学のスーパーグローバル大学創成支援事業の根幹となる技学教育を、海外へ普及・展開させる

取り組みとして、ユネスコチェアプログラム"UNESCO Chair on Engineering Education for 

Sustainable Development" (技学 SDG インスティテュート)の協定をユネスコ本部と締結した。ま

た、技学に理解を示す海外機関の有識者等を招聘して「国際技学認証委員会」を開催し、同委員会

において 10カ国 18機関の参加者から実践的技術者育成プログラムの質の保証、国際通用性を担保

するための議論を行った。その結果、高専機構を含む 6カ国 9高等教育機関からプログラムの賛同

を得て、ユネスコへユニツインの共同申請することを決定し、技学教育を海外へ普及・展開させる

体制整備を加速させるとともに、新しい時代の技学教育の柱となる SDGs教育の推進につながった。

これら活動により、高専－技大教育の海外展開を推進するための、教育基盤の整備等の支援活動を

実施することができた。 

 

（高専連携） 

①  「アドバンストコース協働科目 1」として開講する協働高専の授業（コース生以外も受講可能）

に、本学教員が各高専（鶴岡、福井、小山、長岡、長野、香川）を訪問し、高専教員と協働して高

専生の教育に寄与するとともに、高専教員との信頼関係を強化した。 

 教育研究指導の連携により、高専－技大連続性の強化に向けた取り組みとして実施している高専

生の体験実習の受け入れ時期や進学説明会などの高専訪問等について、過去の入学状況等の IR デ

ータに基づき、見直しを行った。IRでの分析結果では、オープンハウスの参加学生が特定の期間に

集中しているとの報告を基に開催期間を見直し、受付締切日を遅らせた結果、オープンハウスへの

参加が 39 高専 140 名（前年度の 28 高専 87 名から参加者が 1.6 倍）に増加し、効果的な事業実施

につながった。また、高専生の教育研究力向上に寄与するとともに本学進学への円滑な接続を推進

することができた。 

②  ｅHELP（ｅラーニング高等教育連携：本学を主幹校として、5 大学（本学、千葉大学、豊橋技術

科学大学、九州工業大学、北陸先端科学技術大学院大学）と 38高専、1機関（放送大学）から成る、

ｅラーニングコンテンツの作成、活用方法、効果の分析等を行う組織）の参加高専を対象に、更な

るコンテンツ開発支援のため、1 高専当り 200 千円を目途にコンテンツ開発科目の公募を行い、2

高専（岐阜、熊本）に計 400千円の支援を行った。また、ｅラーニング単位互換協定参加機関との

連携強化のため、ｅHELP 参加高専に対し、「システム安全入門」のコンテンツの配信を開始し、8

名が受講した。 

 また、データサイエンス教育をｅHELPにより培ったｅラーニング配信ネットワークを活用し、本

学の学生だけでなく、高専本科 4・5 年生にもｅラーニング科目として提供する事業「実践的数理・

データサイエンス教育の全学的展開とｅラーニングによる全国高専への展開」を平成 30 年度に文

部科学省の「大学における数理・データサイエンス教育の全国展開」に申請し、その結果、協力校

に選定された。 

③  国立高等専門学校機構が推進し、高専 51 校が参加する「原子力人材育成等推進事業」に、本学

の原子力システム安全工学専攻とｅラーニング研究実践センターが連携し、本学の専門知識とコン

テンツ制作環境及び制作技術を活用して、これまで 12 講義のｅラーニングコンテンツを作成し高

専機構に提供した。製作したコンテンツは、本学のｅラーニングサーバから各高専に配信しており、

平成 30年度は、12講義を、9高専、272名の学生が履修して、防災・安全教育を重視した実践的原
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子力の基礎技術を学んだ。 

④  学長戦略経費による高専－長岡技科大共同研究の募集を行い、54 高専から 144 件の応募があり、

選考の結果、46高専から応募のあった 80件を採択し、37,300千円を助成した。この成果、高専と

企業等とが 10 件の共同研究を実施し、35 件の論文発表につながった。なお、この共同研究には高

専生 183 名、本学学生 119 名が参画し、本学と高専の教員が協働して学生を指導することにより、

高専の教育研究力の向上及び高専－技科大協働による研究の連続性を強化することができた（平成

29 年度は 45高専 71 件を採択。配分額は 37,300 千円。参加高専生は 153 名、本学学生は 99名）。

また、本共同研究の成果発表の場として、SDGsに焦点を当てた国際会議「3rd STI-Gigaku2018」を

開催し、45高専の学生及び本学学生合わせて 211名（共同研究参加学生の約 70％）が参加し、123

件のポスター発表が行われた。 

 

２．業務運営・財務内容等の状況 

（１）業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等 

（学長を中心とした運営体制の強化） 

①  学長の戦略的な方針に基づき、本学の機能強化事業を次の(1)から(4)に区分し、(1)「本学の強

みを生かした新たな国際研究拠点構築」に 77,110千円、(2)「世界で活躍する技学を基礎にしたイ

ノベーション指向人材の育成」に 40,760千円、(3)「高専連携・地域連携等強化・充実」に 44,980

千円、(4)「学長発想に基づく機動的戦略的対応」に 62,664千円、合計 225,514千円の学長戦略経

費を配分した。 

 この結果、(1) においては、科研費の基盤研究（A）3件、戦略的イノベーション創造プログラム

（SIP）にプロジェクト 4 件が採択され、大型研究プロジェクトの推進につなげた。また、育成部

門を中心に、特任教員による若手研究者指導や論文指導を積極的に実施して論文の質の向上を図っ

たことで、論文発表が 487 報、そのうち海外研究機関との共著論文数は 120 報となった。(3)にお

いては 46 高専 80 件の共同研究を支援し、35 件の論文発表と、高専－企業間で 10 件の共同研究に

つなげた。(4)においては、学内から公募した 15件の留学生の獲得に向けた支援事業に経費配分し、

本学の大学院博士課程では、ダブルディグリー・プログラムを、チュラロンコン大学理学部材料学

科（タイ）、ハノイ工科大学バイオテクノロジー・食物テクノロジー学科及び原子力工学科（ベト

ナム）の 2学科と実施した。さらに、本学の学部課程では、ホーチミン市工科大学情報工学科（ベ

トナム）とツイニング・プログラムを構築した。また、中国華南大学との原子力人材育成事業によ

り、正規学生 5名が入学するなどの成果があった。さらに、外国人留学生数の学部 3年編入学にお

ける平成 30 年度実施の志願者は、平成 29 年度に実施した事業の結果により 75 名となり、事業実

施前の平成 28年度実施の 55名から大幅に増加した。 

なお、(1)の取り組みとして、共同研究等の促進と地元企業との連携強化のため、本学のスペー

スを企業等に賃借するサテライトオフィスを平成 30 年度に開設し、得られた貸付料収入 4,393 千

円を学長戦略経費に活用し、夢のある独創的研究への助成（第 2次）等の新たな学長発案の機動的

な取り組みを推進した。 

さらに、学長のリーダーシップに基づいて、本学の強み・特色となる「材料科学」、「電力工学

（制御工学とパワーエレクトロニクス）」の 2 研究分野を特長として平成 30 年度「卓越大学院プ

ログラム」に「グローバル超実践ルートテクノロジープログラム」（申請額は 7 年間で総額 1,753,752

千円）を申請し、採択された。このプログラムが採択されたことによって、本学の強み・特色を生

かした研究力の強化やグローバル化を加速させる取り組みに重点的に予算配分を行った。 

②  年俸制適用教員に対する評価については、方法を検証しつつ継続実施している。一般教員に対し

ては、再構築した教員評価制度に基づき、教員から平成 30年度教員活動目標書を回収した。なお、
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平成 30年度の業績評価は、平成 31年度初旬までに回収する教員活動報告書により実施する。 

③  年俸制適用教員及び外国人教員の教育研究の充実を図るため、教育研究環境に関するアンケート

調査を 3 月に実施した。回収したアンケート結果と、5 月に実施する、学長及び理事・副学長と当

該教員とのヒアリングでの意見を参考に、教育研究環境の改善等を図る。また、多様な人材の確保

に向けて、年俸制等の活用により、優秀な若手教員 6名、女性教員 1名、外国人教員 1名を採用し

た。平成 30年度末における年俸制適用教員割合は 15％（平成 29年度 12%）となった。 

④  平成 29 年度より、クロスアポイントメント制度を活用した高専教員の採用について高専機構と

協議を進めた。平成 31 年 2 月から当該制度を活用した採用が可能となったため、高専及び両技科

大交流制度の見直しを開始した。本学のクロスアポイントメント制度を活用した教員比率は 3％（平

成 29年度 4％）となった。 

⑤  優れた若手研究者を採用するため、本学独自のテニュアトラック制度を推進し、特に優秀と認め

られた 1名に対してテニュア審査を行い、平成 31年 4月から、テニュア教員とすることとした。 

 本学に所属するテニュアトラック教員 4 名（卓越研究員 2 名含む）に対して、総額 17,000 千円

の研究費を配分して、若手教員の研究力向上のための支援を行った。 

 若手教員雇用拡大に向けて、年俸制公募や高専人事交流等により、若手教員 6名を採用し、平成

30年度末の 40歳未満教員割合は 23％（平成 29年度 23%）となった。 

⑥  男女共同参画推進室を設置するとともに、男女共同参画推進基本計画を制定した。取り組みの一

つとして、女性大学院生を対象としたキャリア形成のための講演会を開催し、理系出身研究者の講

師が自身の経験を基に講演を行い、理系女子がどのようにキャリアを形成していくかを考える機会

を提供した。また、学長と女性教職員との懇談会を開催し、女性教職員の要望・意見に対して早急

に対応すべき事項、調整が必要な事項等について学長自ら回答し、女性が活躍できる職場環境の整

備に継続して対応している。なお、平成30年度末における女性教員の割合は9％（平成29年度11%）、

管理職割合（職員含む）は 7％（平成 29 年度 6%）となった。男女共同参画推進室では、執行部の

意見を取入れながらアクションプランを策定する。 

⑦  事務職員の英語による窓口、電話及び来客対応を向上させるため、英語の自己学習ツールを導入

し、語学研修に参加していない職員でも自学・自習ができるよう、語学力向上のための環境を整え

た。その結果、TOEIC(R)Listening & Reading Test スコア 550 点以上の職員数の割合は、平成 29

年度の 19.7％から平成 30年度の 23.3％へと増加した。 

 さらに、TOEIC(R)Listening & Reading Test 550 点以上の職員の中から 10 名の新進気鋭の若手

職員に、ネイティブスピーカーによる会話と記述に重点を置いた 6カ月の語学研修を週 2回、合計

40回実施した。研修前後の TOEIC(R) Speaking & Writing Testsでは、受講前の平均点 212点（400

点満点）が受講後 233点に向上したことから、平成 31年度以降も実施することを決定した。 

⑧  大学に対する社会の要請や、高専の学科編成に即した課程・専攻を設置するため、将来計画委員

会等において、教育研究組織の見直しを検討している。 

 また、文部科学省が国立大学法人の人事給与マネジメント改革に関するガイドラインを示したこ

とを受けて、本学独自の人事給与制度の検討を行い、教員の年俸制導入を促進する。 

 国立大学法人法に基づいて作成した本学の業務方法書の各条項に対する学内規則等の対応状況

を点検し、対応ができていることを確認した。 

⑨  内部監査で指摘された改善措置が必要な事項については、関係課に是正改善の措置（改善計画書

の提出）をとらせた上で学長に報告した。改善計画に沿って各課が対応し、事務処理等が適正に措

置され、内部統制の向上を図った。 

⑩  IR推進室が主体となり、業務改善の促進と経費削減に取り組んだ結果、平成 29年度から平成 30

年度にかけて段階的に 36,203千円の経費を削減し、外部有識者から高い評価を受けた。 
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 全専攻における間接経費執行額とその内訳（管理費、備品、消耗品等）を分析し、外部資金獲得

額に相応する専攻配分率の適正値について提言した。 

 学内の動きを客観的に把握するために志願者動向、学籍管理、TOEIC 得点、学生への経済支援、

進路、外部資金獲得状況等をまとめたファクトブック 2017年度版及び 2018 年度版を作成し、過去

6 年分の入試、学籍、外部資金等の推移をグラフ化した。収集したデータを用いて、志願者に対す

る入学者比率、高専訪問予算に対する入学者数比率を高専別に分析し、訪問先高専選定のための費

用対効果を算出して提言した。 

⑪  経営協議会においては、学外委員との意見交換の場を十分に設け、法人運営に関する様々な意見

を聴取し、学内の担当委員会や事務局に展開しフォローアップしている。例えば、本学をアピール

するための実績の見せ方や広報などの意見に対し、本学の特色ある取り組みを前面に PRすること、

大学のブランド力向上に向けて取り組むこと、Society5.0 などで社会が求める人材育成のために必

要な教育を推進することなどの意見を参考にして、新らたな教育組織におけるカリキュラム等へ反

映すること等が挙げられる。 

⑫  民間企業及び他大学等から選出した外部有識者から成る外部評価委員会を設置し、外部評価を実

施した。本学の教育、研究、高専連携、人材育成、業務改善等のデータを系統的にまとめた IR 自

己点検書に新規調査結果を追加した外部評価自己点検書を資料とし、教育、研究、高専連携、グロ

ーバル活動、業務改善等の各分野について評価を受けた。 

 その結果、外部評価における 4 つの評価項目についての達成状況評定（各 5 点満点）は、「技学

教育の発展」4.6 点、「世界レベル研究拠点の形成と地域産業活性化」3.9 点、「高専連携及びグロ

ーバル・イノベーション人材育成」4.6点、「本学における教員の人材育成、業務改善及び業務分析」

3.7点、総合評定は 4.2点となり高い評価を得た。 

 各評価では、実践重視の教育、共同研究実績、教員一人当たりの論文数、科研費採択数、海外拠

点形成、高専連携、グローバル人材育成、委員会数の削減等に高い評価が得られた反面、学生の語

学力、大学全体の研究力、産業創出促進、女性教員・外国人教員比率、広報の在り方等について改

善が必要との意見を受け、IR活動の今後の方針を明確にした。なお執行部に評価報告を行い、令和

元年 6月末に本学ホームページで公表することで、評価過程の公平性と透明性を確保するとともに

評価結果を関係部署に報告して業務改善を促すことを予定している。 

⑬  12月に監査に関する四者協議会（大学執行部、法人業務を監査する監事、内部監査を行う監査室、

財務諸表等について監査する会計監査人がそれぞれの立場で監査情報を共有し意見交換）を開催し

た。また、内部監査の実施にあたっては監事が同席して行った。その結果、運営上のリスクや内部

統制、ガバナンス等の情報を共有することにより、監事の業務が円滑に行われるように支援するこ

とができた。また、監査室が監事と内部監査情報を共有することにより、監事監査を強化できた。 

⑭  監事の求めにより、各専攻研究室の管理運営状況に関する調査票の内容の検討・作成や専攻長と

の連絡調整等を行い、各専攻の研究室における管理運営状況を把握した結果、内部統制の向上に資

する等監査業務を支援することができた。 

 

（教育研究組織の見直し） 

①  将来計画委員会等において、大学に対する社会の要請や高専の学科編成に即した課程・専攻に再

編するため、組織や体制への見直しの検討を行った。 

また、本学では、平成 27年度に 5年一貫制博士課程「技術科学イノベーション専攻」を新設し、

アントレプレナーシップを持った SDGs の解決に資するイノベーティブな人材の育成とクロ―バル

に活躍する産業界のリーダーの育成を行ってきたが、当該専攻の教育プログラムが評価され、平成

30年度には「グローバル超実践ルートテクノロジープログラム」が、世界最高水準のエリートを育
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成する文部科学省の「卓越大学院プログラム」に採択された。このプログラムで、(1)「欧州の先

進的実践教育研究大学との「コンソーシアム」を活用したグローバル教育の加速的推進」、(2)「学

内全域を「オープンイノベーションキャンパス」化し、日常的に学生主体の実践の場を構築」、(3)

「行政と連携して「共同工場」のプロデュースに参画し、教員学生の実践の場を構築」の 3つの方

策をカリキュラムに組み入れ、共同研究、インターンシップ等を実施する。また、ものづくりの根

幹をなす専門領域の教育を受けて高度な知識を身に付け、反復型の実習を積み、タフで世界に通用

するイノベーティブな研究者を育成する。 

 

（業務の見直し及び事務の効率化） 

①  各課が業務改善案を提出し、改善目標を設定して業務改善を行った。改善状況は四半期ごとに事

務連絡会議に報告し、フォローアップを行った。改善提案 45件中、31件の改善が達成され、14件

は引続き対応する。改善事例としては、①旅費規程等の見直しによる業務の軽減（業務時間の短縮

10-3月 435時間の削減）②オープンキャンパスの運営方法の見直しによる業務負担の軽減（学生

約 360名をボランティアとして活用）③入試問題に係る著作権処理の完全外部委託化（著作権実務

に精通した専門業者への一括対応による許諾処理に係るリスク軽減、業務の効率化）等が挙げられ

る。 

②  文部科学省の国立大学改革強化推進事業（平成 24年度～平成 29年度）で本学、豊橋技術科学大

学及び国立高等専門学校機構に導入したテレビ会議システム（GI-net）の維持経費 34,344（千円/

年）を本学が負担していたが、事業終了に伴い、平成 30年度以降の GI-net の維持管理、経費負担

について三機関で検討した。その結果、現行システムを活用して、パソコン、タブレットをインタ

ーネットに接続した遠隔ビデオ会議を複数地点で行うことのできる接続サービス（GI-net2）にバ

ージョンアップすることとし、年間の維持経費 1,232（千円/年）を三機関で等分することで、本学

の負担分は 411（千円/年）となり、33,933千円を削減した。 

 

（２）財務内容の改善に関する特記事項等 

（外部研究資金の獲得） 

①  研究戦略本部において、科研費の過去の採択状況の把握や傾向分析を行った。科研費採択数増の

ため、本学名誉教授に科研費アドバイザーを委嘱しレビューを実施し、また、過去の採択課題の申

請書を学内で閲覧できる体制を整備した。さらに、科研費の申請・制度改革について専門のコンサ

ルティング会社による全学説明会を 9月に開催し、講演会の動画、資料を閲覧できるようにした。 

 

②  外部資金獲得のため、競争的資金及び各種助成金情報（261 件）を学内インフォメーションペー

ジに掲載し、電子メールにより更新情報を全教職員に周知した。この結果、教員から 54 件の応募

があった。 

 

（大学基金等の寄附金） 

① 平成 31 年度に向けて「成果を中心とする実績状況に基づく配分額」の方針が文部科学省から示

され、本学ではこの方針の分配指標を参考に、自己収入を獲得するための取り組みとして、地方公

共団体、企業等からの外部資金獲得及び寄附金・雑収入獲得のための取り組みを積極的に進め、以

下への事業の予算配分を優先的に行った。 

(1) GTPのネットワークを活用して、企業視察や交流会を開催するとともに、学長が企業トップと

面談し、海外拠点での人材育成・技術支援を目的とした会員制の「21 世紀ランプ会」への加入

を勧めた。特典メニューとして、企業の PRビデオを放映するためのデジタルサイネージ（モニ

ター）を提供した。また本学が SDGs に積極的に活動していることを PR したことで、環境保全

等に関心を示す企業から寄附を受けた。この結果、「21 世紀ランプ会」（本学の国際共同教育研
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究事業推進のための基金）に 25 件、受入額 4,464 千円の加入申込があり、平成 29 年度の件数

12件、受入額 2,230 千円の約 2倍となった。 

(2) 本学は、平成 27年度に開学 40周年を迎えた。卒業生数は 15,000名を超えており、開学期入

学の卒業生が企業等の幹部として活躍していることから、卒業生の現況を把握し、大学と卒業

生及び卒業生同士の連携を築くため、平成 29年度に校友会を設立した。毎年卒業を迎える卒業

生に卒業式等で校友会の加入を促し、過去の卒業生には郵送等で加入を依頼した。会員には校

友会開催のお知らせ、本学イベントへの参加等のお知らせメールを送付し本学及び会員同士の

結びつきを強化する。 

② 企業の SDGs に対する取り組み強化が社会的に求められることから、国連本部から国連アカデミ

ック・インパクトの SDGs ゴール 9 のハブ校に任命された実績を生かし、SDGs をテーマとした会員

特別講演会を開催する等、入会訴求性の高い企画を実施した結果、21世紀ランプ会への寄附額は平

成 29年度の 12件、2,230 千円から平成 30年度は 25件、4,464千円に増加した。 

また、SGU に関する海外支援を展開する中で、人材の獲得と育成に対する要請が強まっているこ

とを分析し、海外に拠点を持つ企業をターゲットに、人材育成もテーマに含めた「海外拠点を活用

した海外展開支援に関する相談会」を初めて東京で開催した。その結果、国際共同研究の新規実施

の取り組みが進展し、企業との国際共同研究契約額は平成 29年度の 6,286千円から平成 30年度は

18,243千円へと約 3倍にまで増加した。 

さらに、新たな基金制度の設立のため、不動産等の寄附受入れによる基金、携帯電話を活用する

募金、ふるさと納税を活用した寄附など、包括的連携協定を締結している地元金融機関の協力も得

ながら、多方面から情報を収集して、実施の可能性を検討した。また、長岡市や地元金融機関を通

じて関連施設にリーフレットを配布したところ、長岡市民から古本募金の申込があった。なお、平

成 30年度の古本募金は、6,003冊、173千円となった。 

 

（経費の抑制・削減） 

① 平成 29 年度から継続して、一般的な財務指標だけではなく、様々な視点（健全性・安全性、活

動性、発展性、収益性、効率性）での財務指標についてデータ集積を行うとともに、平成 29 年度

財務諸表ベースで一般管理費を分解し、管理費抑制の精査・分析を行い、経費削減可能な科目に分

類した。また、財務版 IR として、寄附金、受託研究等の外部資金の分析を行った。なお、IR の提

言等による事業見直しにより、平成 29 年度決算ベースでの全体予算に対する管理経費の割合は平

成 29年度の 10.28%から 10.11%に削減された。 

② 省エネ行動計画に沿って、省エネルギー対策としてクールビズや夏期の節電実施期間の実施や省

エネ機器・設備を導入することとし、総合研究棟 1・2 階空調設備改修工事や LED 証明への交換の

実施、トイレ改修による節水など省エネに取り組んだ。この結果、平成 30 年度のエネルギー使用

量（原油換算）は 3,252ｋLで、削減目標値 3,470ｋLよりさらに 6.3％減を達成した。 

 

（資金運用） 

① 寄附金残高等、学内資金の動向について継続的に調査を行うとともに、地元金融機関のほか、三

菱 UFJ証券株式会社からも直近の金融市場の動向について情報収集を行った。また、運用先金融機

関の経営状況や金融商品のモニタリングを実施するとともに、本学は SDGs のゴール 9 のハブ校と

しての任務を遂行するため、社会貢献のための運用を優先し、かつ、本学が重視する SDGs への取

り組みを推進するため、開発途上地域の経済・社会の開発と日本及び国際経済社会の健全な発展の

ために活用する JICA 債（社会貢献債）をはじめとする本学で購入可能な金融商品に関する詳細な

調査を実施した。調査結果を受け、「学長が特に必要と認める場合」として、SDGs など大学事業と
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関連した金融商品に運用できる方途を設定した。平成 30年度の資金運用率は、91.5％となった。 

② 分析計測センターにおいて、遠方の企業や研究機関が本学の研究機器を共同利用できるように、

実機側の機器オペレーターを介した半遠隔操作による機器利用システムについて実証実験を進め

るとともに、測定依頼を受ける体制を整え、令和元年度から測定依頼料金を収入として計上する準

備を進めている。 

③ 研究棟のすべての室使用計画書をもとに作成したリストで、現地調査・ヒアリングを実施して現

在の室使用の状況等を把握し、適切に室利用されていることを確認した。 

 

（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等 

（自己点検・評価結果の活用） 

① 事務局で課室長級以上を構成員とする事務連絡会議において、各課等に関連する年度計画の取り

組み状況及び成果等を四半期ごとに報告・確認した。また、半期ごとに各年度計画の進行経過を大

学評価委員会で検証し、年度当初に設定した評価指標を参考に、計画の進行経過が遅れている部署

には、今後の実施計画及び達成すべき成果を確認し、改善を促した。また、内部質保証体制を強化

する取り組みとして、自己評価から改善の実行、改善の進捗状況の確認までの手順を明確化するた

め、自己評価規則を改正した。 

上記以外にも教職員から学長への大学事務改革の提案を募集し、健康管理システム導入の提案が

採用された。健康診断票の電子化、WEB 問診票や健診予約などの導入による健康診断の時間短縮や

管理業務の削減に着手するなど、業務の改善につながる仕組み作りを行うことができた。 

② 監事監査及び内部監査における指摘や意見を踏まえ、関係部署において、改善等が必要な事項を

検討するとともに、改善に向けた取り組みを進め、それらの状況を確認するためのフォローアップ

調査を実施した。その結果、フォローアップ調査を通じた監査意見への対応状況の確認、情報の共

有が、業務の改善に対する意識の向上と着実な進捗につなげることができた。また、月 1回、事務

連絡会議において各課の業務の進捗等を確認し、内部統制を着実なものとしている。 

 

（情報発信の推進及び体制整備） 

① 本学の社会認知度を高めるため、平成 30 年度は 7 回、定例記者会見を開催し、報道機関の関心

の高い大学情報（教育・研究、SDGs、オープンキャンパス等 行事、学生の活躍等）を提供すると

ともに、ニュース性の高いものについては、 随時プレスリリースを発出した。また、Webを活用し

た広報活動（本学の研究成果等を情報発信するジョイントメディアサイトの構築、卓越大学院プロ

グラムホームページの開設、ステークホルダーを意識した公式ホームページのリニューアル）を強

化した。公式ホームページのリニューアルについては、スマートフォンやタブレット等、どのデバ

イスからの閲覧でも見やすく表示するレスポンシブデザインを導入し、保護者、受験生、企業関係

者など様々なステークホルダーに対して、効果的に教育研究活動の成果を発信することが可能にな

った。 

さらに国連本部は平成 30年 10月、「国連アカデミック・インパクト（UNAI）における SDGsのゴ

ール 9（産業と技術革新の基盤を作ろう）」のハブ大学に本学を任命した。これを受けて平成 31 年

3月に「卓越大学院プログラムキックオフミーティング」を開催し、SDGsを実現する人材を育てる

卓越大学院として本学プログラムの概要説明を行い、本プログラムのプログラム参加企業や、学術

機関等の方々といったステークホルダーと本学のハブ大学としての使命を共有した。 

 

（４）その他業務運営に関する重要目標の取組状況 

（安全管理） 
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① 施設の老朽化に鑑み、適切な維持管理のもと施設の長寿命化を図るため、電気設備、給排水設備

に関するライフライン再生事業を実施することとし、平成 31 年度国立大学法人等施設整備費概算

請求を行った。その結果、ライフライン再生事業について採択されたことから、工事に伴う全学的

な停電が必要となり、その日程調整を行った。 

施設を有効活用するため、総合研究棟 2階部分を民間企業にサテライトオフィスとして貸与して

いる。廊下に設置しているデジタルサイネージや駐車場の利用も可能とするなどサービスを充実さ

せ、平成 31年 3月末現在で、2社が利用している。 

② 社会情勢の変化に伴う大学を取りまくリスク要因を洗い出すとともに危機管理体制を明確化し、

リスク要因に応じた当該事象への対処方法等を下記の個別マニュアルに反映した。特に「緊急時の

初動対応マニュアル」は、教職員向け、学生向け（英語版含む）ともに、実用性、実効性を高める

ため、常時携行できるサイズで作成し、全教職員、学生へ配付し周知した。これにより、共通の理

解をもって緊急時に対応することが可能となった。 

〇新規策定 

・緊急時の初動対応マニュアル【携帯用】教職員向け  

・緊急時の初動対応マニュアル【学生向け・携帯用】（英語版含む）  

・安全のための手引簡易版  

・「解答例等公表前チェックシート」（入試関係） 

〇既存のマニュアルの改訂 

・安全のための手引き  

・個人情報の保護に関する手引  

・情報セキュリティ管理運用の取扱い  

・学部入学者選抜における入試ミス等防止対策マニュアル 

③ 長岡市消防本部に講師を依頼し、事務局常勤職員で組織した自衛消防隊救護班（21人）に救護班

個別訓練（トリアージ）を実施し、災害時に負傷者の重症度によって治療の優先度を選別するなど、

初期対応手順等を理解、共有することができた。 

9 月に安否情報システムを導入した。新潟県及び関東甲信地区で震度 5 強以上の地震を気象庁が

感知した際に、事前登録したメールアドレスに自動で安否確認メールが送信され、学生・教職員は、

安否確認メールを受信した端末（PC、タブレット、携帯電話）を使用し、安否状況や現在地、コメ

ント等、簡単な入力操作によって自身の安否状況を報告することが可能となった。 

また、このシステムを利用して、全教職員・学生を対象に地震が発生した際の安否報告訓練を実

施し、安否報告回答率は全体で 67.8%、うち教職員は 93.5%、学生は 62.3%となった。 

④ w-SDS について、4 月に新採用教員等を対象として説明会を実施したほか、未提出の研究室に対

し、指導を行い、提出の徹底によるリスクの低減を図った。 

衛生管理者、労働安全衛生コンサルタントの間で重複する巡視項目の整理を行った。巡視指摘点

に対しては、措置状況を安全衛生管理委員会に報告するとともに措置完了に至るまでの追跡調査を

行い、改善状況を可視化した。 

学内パトロールとして、宿舎、体育施設、課外活動共用施設等の定期的な見回りを実施すること

で、廊下等共通部の通路幅等、安全が保たれているか確認した。7 月には、学長自らが学内を点検

する「学長の安全パトロール」を実施し、研究室を巡視して研究室内の安全措置等を確認した。ま

た、法令に従い施設・設備の点検・保守業務を実施し、不調等の指摘があったものについて修繕等

の対応を行った。 

学生と学長懇談会で、大学から県道に至る市道の歩道沿いに外灯を増やしてほしい旨、学生から

要望があり、外灯設置に向けて市への補助金申請のために認定団体として登録を行い、市と協議し
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て外灯設置場所やその後の取扱いの検討を行った。 

健康増進法の一部改正に伴い、望まない受動喫煙の防止を図るため、令和元年 6月末に現在の指

定喫煙所を廃止し、同年 7月から敷地内全面禁煙を実施することを決定した。 

⑤ 学生･教職員を対象として、物質材料工学専攻防災訓練(参加者 75名)及び全学防火・防災訓練（参

加者 185 名）を実施したほか、平成 29 年度の防火・防災訓練への反省点や指摘を踏まえ、建物外

スピーカーの増設、緊急放送のためのデジタルアナウンスマシン（日英）の導入、情報連絡班や自

衛消防隊の行動チェックシートの導入、危機管理対策本部で導入した安否確認システム等を訓練内

容に取り入れて試行するなどソフト、ハード両面での防災対策強化に関する環境整備を行った。 

 

（法令遵守に関する取組） 

① 研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用を防止するため、論文剽窃チェックツール

「iThenticate」使用方法説明会（参加者 43 人）、教職員及び大学院学生を対象に研究倫理に関す

る講演会（参加者 45 人）、「ハゲタカジャーナル」と呼ばれる悪質性の高いオープンアクセスジャ

ーナルへの投稿リスクを、出版社名、雑誌名を挙げ注意喚起した。また、全教職員を対象に公的研

究費の不正使用防止が理解されていることを確認するため、APRIN e ラーニングプログラムを利用

した研修を実施した。その結果、APRIN eラーニングプログラムの修了者は 464 人、修了率は 97.9%

となり、教職員に対する効果的なコンプライアンス教育を実施することができた。 

② 学内 35 デバイスに対して開放ポートやシステム、アプリケーション等の脆弱性を検査する外部

監査を実施した。セキュアードサーバの検査結果については、セキュアードサーバ管理責任者へフ

ィードバックし、指摘された問題点に対して是正計画の提出を依頼し、問題となるリスクに対して

適切な対応を行った。 

また、情報セキュリティ対策の強化として、学外へのデータ持ち出しに伴うリスクを回避するた

め、次年度に教員を対象としたクラウドストレージを導入することを決定した。 

③ 短期留学生の情報セキュリティに関する意識を高める取り組みとして、新入生ガイダンス時に配

付するセキュリティ強化広告の英語版、中国語版及びベトナム語版の作成、本学情報セキュリティ

ポリシーの内容をピックアップしたポスター（和英）の作成と学内掲示、外国人留学生向けに学内

LAN を使用する際の注意事項をまとめたポスター（和英）の作成と学内掲示を行い、学内インフラ

を利用する際の教育を実施した。その結果、学部 1年生（86名）と 3年生（444名）対象のセキュ

リティガイダンス後に実施した確認問題では、全部で 12 の設問に対する正解率が 99.5％と高い理

解率となった。 

④ 重要度が高いと判断した情報セキュリティ情報について、専用ホームページへの掲載（5 件）や

全教職員あてのメール（18件）にて周知・情報展開を図った。この取り組みに加えて、情報セキュ

リティ意識調査並びに自己診断を 3月中旬を締切として実施し、その内容を基に理解度・認識度を

令和元年度に調査することを予定している。平成 29 年度の調査と比較して、パスワードの強化に

関する回答率、データを持ち出す際の取扱いに関する回答率が上昇していたことで、意識の向上が

認められた。 

パソコンなどのデバイスの盗難による情報の流出を未然に防止するため、平成 31 年度からクラ

ウドストレージの導入を決定し、平成 30 年末、教職員に利用説明会を行った。クラウドストレー

ジの導入により、出張など学外活動が多い教員と事務職員との間で、プロジェクト管理や情報共有

を行うことが容易にできる環境を整備することができた。 

⑤ 教職員を対象にインシデント対応訓練（アクションラーニング方式によるグループワーク）を実

施し、39名が受講した。その効果を測るインシデント対応訓練後に行ったアンケートにおいて、参

加者の約 9割から情報セキュリティに対する意識・知識の向上が図られた有意義な講習であったと
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回答を得ており、インシデント対応訓練が情報セキュリティ意識の向上につながっていることを確

認することができた。 

 

３．戦略性が高く、意欲的な目標・計画の状況 

 （１．豊橋技術科学大学及び高等専門学校との連携による実践的技術者の育成と機能強化） 

① プログラムの拡充を図るため、平成 30年度より豊橋技大との相互配信科目にマネジメント関連 2

科目を増設し、配信科目は 5科目となった。コース学生は 15名になり、昨年の 2.5倍となった。 

② グローバルに活躍できる感覚を併せ持った技術者として育成するため、海外実務訓練等の長期留

学プログラムを実施した。平成 30年度は、海外実務訓練に 72名、海外での研究指導に 7名の学生

が渡航した。帰国後の学生にアンケート調査を実施した結果、実践的技能の習得、分析力、品質管

理能力、海外適応能力及び英語力の向上等が確認できた。 

③ 三機関が連携して実施するグローバル SD 研修において、マレーシアのペナンに事務局職員 2 名

を派遣し、グローバル化への対応と事務処理能力の向上を図った。また、成果発表会を GI-net2（本

学、豊橋技術科学大学及び国立高専を結ぶインターネットビデオ会議システム）を活用して 3機関

共同で行い、成果を共有した。 

さらに、教員のグローバル FD 研修においては、英語での授業方法を研修するため、高等専門学

校の教員とともに、夏季の 6 週間、ニューヨーク市立大学クィーンズ校が実施する FD 研修に本学

教員 1 名を派遣した。受講前後に実施する確認テストにおいて、『aural』、『structure』、

『reading/CLOSE』、『composition』、『composite』の評価すべてにおいて成績を上げた。 

④ 文部科学省の国立大学改革強化推進事業「三機関が連携・協働した教育改革」は平成 29 年度に

終了したが、平成 30年度以降も高専機構・技大協議会に 2つの分科会を立ち上げて事業を継続し、

同協議会で各分科会の活動状況の確認及び今後に向けた意見交換を行った。 

豊橋技術科学大学と連携し、外部資金等の多様な財源獲得による経営改革を進めるため、高専と

も協力した体制構築とする内容で国立大学改革強化推進補助金（国立大学経営改革促進事業）の申

請を平成 30 年度に行った。令和元年の採択に向け、高専機構・技大協議会において課題の分析と

今後の対応を検討し、新たな分科会を設置して申請に向けた準備を進めるなど、一層の連携・協力

体制を構築した。 

⑤ 高専・両技術科学大学間における人事交流を推進するため、平成 30 年 4 月に釧路高専及び阿南

高専から各 1 名の教員を、また、平成 31 年 4 月から福島高専の教員 1 名を受入れた。教員の力量

を高めるとともに高専及び本学の教育・研究の向上を図った。 

⑥ 高専と本学との教育研究交流の一層の活性化を目的とした教員交流研究集会（各専攻が隔年で実

施する。平成 30年度は 6専攻あるうち 3専攻が開催）を開催し、高等専門学校教員 56名、豊橋技

術科学委大学教員 3 名、本学教員 88 名が参加して、高専と両技術科学大学の教育研究の連続性を

発展させるため情報交換を行い、これまでの取り組みの成果と問題点を確認し、高専－技術科学大

学の教育・研究の高度化を図るための連携を強化した。 

高専専攻科との教育の高度化につながる連携教育プログラムの構築に向け、本学教務委員会の下

にワーキンググループを設置し、令和 2年度からの学生受け入れに向けて 3 高専（群馬、長岡、鹿

児島）及び高専機構と協議を行うとともに、学内での検討を進めた。 

 

 （２．グローバル社会を牽引する実践的技術者育成プログラムの実施） 

① 本学教員が平成 23 年に作成して以来、海外協定校で好評をもって使用され残部僅少となってい

た『これから工学を学ぶ留学生のためのにほんご練習帳』をさらにわかりやすく書き改め、「実験

レポートの書き方」を加筆した改訂版として平成 30 年 8 月に刊行し、ツイニング・プログラム現
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地学生の工学専門基礎科目を学ぶための日本語習得に寄与した。また、メキシコのグアナファト大

学高専コースのメカトロニクス学科と本学の機械創造工学課程との間で、カリキュラムの調整を進

めるとともに、日本語教育についても検討を進めて支援を行った。さらに、インド工科大学マドラ

ス校（インド）の博士学生の共同指導を行い、単独の大学では得難い高度で付加価値の高い学修機

会を提供した。これら事例のとおり海外協定校との連携教育プログラムを充実させた。 

② スーパーグローバル大学創成支援事業の根幹となる技学教育を、海外へ普及・展開させる取り組

みとして、ユネスコチェアプログラム"UNESCO Chair on Engineering Education for Sustainable 

Development" (技学 SDGインスティテュート)の協定をユネスコ本部と締結した。 

また、技学に理解を示す海外機関の有識者等を招聘して「国際技学認証委員会」（Panel on GIGAKU 

Education）を開催し、10 カ国 18 機関の参加者により、実践的技術者育成プログラムの質の保証、

国際通用性を担保するための議論を行った。その結果、当初想定していなかった機関からもプログ

ラムの賛同を得て、6カ国9高等教育機関と共にユネスコに対してユニツインの共同申請を行った。

これにより、技学教育を海外へ普及・展開させる体制整備を加速させるとともに新しい時代の技学

教育の柱となる SDGs教育の推進につなげた。 

③ 国際経営協議会要項を制定し、8カ国から 12名の国際ビジネス経験の豊富な経営者、海外連携機

関の代表等を外部委員に任命して「国際経営協議会」会合を開催した。国際経営協議会の外部委員

の意見を踏まえ、企業との連携強化の取り組みを強化した結果、国際共同研究契約額が平成 29 年

度の 6,286千円から平成 30年度は 18,243千円に増加した。 

国際経営協議会の外部委員の意見を踏まえ、SDGsを踏まえた工学教育の展開等について取り組み

を強化した結果、SDGsを踏まえた実践的技術者教育の共有に賛同する海外大学等を得て、ユネスコ

に対して、複数国の複数機関から構成される教育プログラムであるユニツインの設立申請に至った。 

④ 国際交流委員会において、平成 31 年度に期限を迎える学術交流協定の更新について審議し、交

流実績等に基づいて改廃を行い、新たな協定締結先を 15 件開拓した。そのなかで、本学がこれま

で協定を結んできたベネズエラ、スペイン、メキシコに続くスペイン語圏の国として、南米大陸の

中でも最も堅実な経済を持ち、資源大国かつ安全レベルの高いチリは本学が交流を推進すべき有望

拠点であるとの判断から、5つの大学（フェデリコサンタマリア工科大学、アントファガスタ大学、

北カトリック大学、コンセプシオン大学、チリ大学）と協定締結に至った。なかでも 2014 大学ラ

ンキングでは南米トップクラスであったフェデリコサンタマリア工科大学から平成 31 年度に特別

聴講学生を 1 名受入れることとなった。大学間協定に基づく受入外国人留学生数は平成 29 年度の

157 人から平成 30 年度には 178 人に増加し、活発な交流を行っている。平成 30 年度の大学間協定

に基づく交流数として、全学生に対する日本人派遣学生の割合は、3.5％、外国人留学生の割合は、

7.6％となった。 

⑤ 海外実務訓練の安全対策において、海外の情勢に合わせてチェックリストを見直して改訂版を作

成した。危機発生時に渡航学生の滞在地待機から帰国指示までを段階的に設定し、外務省のホーム

ページや現地派遣先からの情報に基づき継続の可否を判断するよう整備した。 

海外実務訓練への意識付けや語学力向上を目的として、『Practical English』（アクティブ・ラ

ーニング形式のビジネス英語コミュニケーションを中心とした授業）を平成 31 年度１学期に開講

した。 

海外実務訓練担当教員が、ベトナム 3 カ所、マレーシア 2 カ所、タイ 5 カ所、フランス 1 カ所、

ロシア 3 カ所、アメリカ 1 カ所の合計 15 カ所に新規海外実務訓練派遣先企業等を開拓し、平成 30

年度の海外実務訓練先企業等は 89 カ所となった。企業等の受入条件と学生の語学力及び専門分野

とをマッチングさせ、72 名の学生を派遣した。これら企業等は、平成 30 年度に新設した「修士海

外研究開発実践」（リサーチ・インターンシップ）の派遣先としても活用する。 
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⑥ 今年で 3回目の開催となる協定校学生に限定しない交流プログラム「Nagaoka Summer School for 

Young Engineers（NASSYE）」（8 月実施）に 118名の応募があった。これまで参加のなかったスペイ

ン、ウズベキスタン、モンゴルの学生も加わり、9カ国から 20名を選考した。研究室での活動の他、

学外の歴史的文化施設での本格的な茶道で日本文化体験を行い、アンケートでは 6割の学生が強く

満足、4割の学生が満足との結果であった。また、このプログラムとは別に、メキシコ、ベトナム、

中国の学生を対象とするツイニング・プログラム夏期研修に 26 名の留学生が参加した。これらの

結果、NASSYE参加後に、インド出身の学生 1名が特別聴講学生となり、また、マレーシア出身の学

生 1名が本学修士課程の入学試験を受けて正規課程に合格（令和元年 9月入学予定）するなど、短

期留学生受入プログラムを留学生の獲得へ結びつけるという成果を上げた。平成 30 年度末におけ

る留学生比率は、22.4％となっている。 

⑦ モンゴルのツイニング・プログラム学生が、機械創造工学課程に 7名、環境社会基盤工学課程に

4 名入学し各課程での学修を開始した。うち 1 名は 9 月に市内で開催された留学生日本語スピーチ

コンテストに参加し入賞を果たすなど、大学の授業以外の活動にも意欲的に取り組んだ。 

これまで電気電子情報工学課程で受入れていたホーチミン市工科大学（ベトナム）とのツイニン

グ・プログラムについて、平成 31 年度から情報・経営システム工学課程でも本プログラムを開始

することになり、協定を締結した。 

ハノイ工科大学（ベトナム）で原子力システム安全工学専攻に続き、生物機能工学専攻でもダブ

ルディグリー・プログラムの協定締結の準備を進めるとともに、チュラロンコン大学（タイ）にお

いても物質材料工学専攻とのダブルディグリー・プログラムの協定締結準備を進めた。 

⑧ 学長戦略経費（留学生教育支援等充実経費）に 15 件のプログラムが採択され、ツイニング・プ

ログラム、ダブルディグリー・プログラム等の既存事業の整備及び協定更新等で実施する新たな事

業の構築を行った。共同教育研究プログラムの教育支援を実施したことにより、正規学生の入学が

見込まれることとなり、ツイニング・プログラムからの本学学部第 3 学年への入学者数は平成 29

年度の 30名から平成 30年度の 39名に増加した。 

⑨ NASSYEやツイニング・プログラム夏期研修を実施して、当該プログラムに参加した学生に本学へ

の留学意欲を高めた。また、本学とインド工科大学マドラス校と国内企業との三者間協定に基づき、

インドの学生 4名を特別聴講学生として受入れ、国内企業で約 2カ月間のインターンシップを行っ

た。 

ツイニング・プログラムでは平成 31年 4月に 35名が正規学生として入学した。また、NASSYEで

は参加後に特別聴講学生として再度本学を訪れたり、修士課程を受験して合格する学生が現れ、短

期留学生受入プログラムを留学生の獲得へ結びつける成果を上げた。なお、平成 30 年度末におけ

る留学生比率は、22.4％となった。 

⑩ 入学ガイダンスで配付する、学内施設の利用や近隣地域の公共施設等について説明した「学生ガ

イドブック」の英語版の作成とホームページへの掲載、学費免除申請書類の英語化、生活に密着し

た構内施設名や標識の英語併記を進めた。また、食堂を運営する業者に依頼し、ハラルメニュー、

ベジタリアンメニューを提供した。 

⑪ 本学入学前の学生、生徒に対して、本学の特徴である海外実務訓練等を高専訪問や大学説明会な

どで紹介した。本学に入学した学生に対しては、海外実務訓練、オーストラリアでの語学研修、海

外リサーチ・インターンシップ、修士海外研究開発実践（リサーチ・インタンシップ）の成果報告

会への参加を促し、体験談や文化・習慣の違いを題材にした発表を聴講させ、情報収集及び情報交

換の場を提供し、海外留学への興味を高める活動を行った。また、海外実務訓練先の企業、海外実

務訓練先の企業や、これら企業と研究等で連携している海外の大学を担当教員が訪問し、受入可能

な学生（数）の調整、新規受入企業の開拓を行った。平成 30 年度における新規開拓先は、ベトナ
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ム 3カ所、マレーシア 2カ所、タイ 5カ所、フランス 1カ所、ロシア 3カ所、アメリカ 1カ所の合

計 15 カ所となり、海外実務訓練先企業等は 89 カ所となった。平成 30 年度の 3 ヶ月以上の海外経

験率（修士修了時まで）は、13.48％となっている。 

⑫ 海外渡航中の大規模災害や事故等で大学が早急に対応できない事態に備えて、民間の海外安全危

機管理サービス「OSSMA(オスマ)」に全員加入させることとしている。 

修士海外研究開発実践（リサーチ・インターンシップ）科目の履修者に、不在となる対象学期分

の必修科目の読替科目、専攻選択科目の読替認定科目を設定し、当該科目を履修しやすいカリキュ

ラム環境を整備した。 

⑬ 2 月下旬に実施する、学部 2 年生を対象とした海外英語研修プログラム（オーストラリアのカー

ティン大学）に 4 名が参加した。平成 31 年度から、学生の参加意欲向上を図るため、この研修を

単位化し、研修期間も学生の学習計画に合わせて長期又は短期が選択できるようカリキュラムを策

定した。また、この語学研修に参加した学生に対して、海外体験（留学）の行動特性の変化を、レ

ーダーチャートを用い可視化して評価する JAOS留学アセスメントテスト（民間企業の診断ツール）

を渡航前後に実施し、客観的なグローバルスキルの測定と分析を行った。 

カーティン大学の語学研修とは別に、学部 3年生を対象とした英語とスペイン語の語学研修を連

携協定校のモンテレイ大学（メキシコ）で 1月末から約 1カ月間実施し、13 名が参加した。メキシ

コでの生活習慣、風習等を体験し興味を示した学生にスペイン語の自主学習を促し、今後スペイン

語を話す留学生との交流、スペイン、メキシコ、チリ等のスペイン語圏の連携協定大学との交流に

前向きな学生を育成した。研修後のアンケートには、「スペイン語が新鮮だった。もっと授業を受

けたかった」、「簡単な挨拶ならできるようになった」、「渡墨前に予習して授業が理解できるように

しておけばよかった」等、積極的な学習意欲を示す意見が多かった。 

 

（３．実践的技術者を育成する「技学教育」の継続的発展） 

① 平成 29 年度にアクティブ・ラーニング的要素を組み入れた授業の割合を調査した結果、学部課

程で 65％、修士課程及び 5 年一貫制博士課程で 58％の科目が該当しており、学生が主体となり課

題解決力を養うための授業が順調に導入されていることが検証された。なお、本学卒業（修了）生

が就職した企業等 785 社に実施したアンケート（平成 30 年度実施）の自由記載欄の中に、本学の

卒業生がいち早く組織の一員となり、即戦力となっている等の意見が多く寄せられ、能動的学修対

応への転換が進み成果を生んでいることが実証された。 

なお、本学の理念（未来社会で持続的に貢献する実践的・創造的能力を備えた技術的指導者を育

成する）に基づき、開学当初から実施しているアクティブ・ラーニング的要素を取入れた必修科目

「実務訓練」（5カ月から 6カ月の長期インターンシップ）が、文部科学省が昨年新設した「大学等

におけるインターンシップ表彰」において、『学生の能力伸長に寄与し、高い教育効果を発揮して

いる』と評価され「優秀賞」に選ばれ表彰を受けた。 

さらに、科学技術分野の文部科学大臣表彰を 6 年連続で受賞した。平成 30 年度は、次の 3 部門

で受賞した。 

①科学技術賞（開発部門）： 

「小型軽量省エネエアコンの普及を実現するモータ制御技術開発」 

 受賞者：本学教員 2 名、共同研究開発者 1名 

②科学技術賞（技術部門）： 

「片手による直進走行が可能なスポーツ競技用車いすの開発」 

 受賞者：本学教員 1 名、共同研究開発者 1名 

③科学技術賞（理解増進部門）： 
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「地方発安全安心なロボットイノベーションの普及啓発」 

 受賞者：本学教員 1 名 

また、本学は、工学系大学では日本初のユネスコチェアプログラムに認定されるとともに、国連

から SDGsのゴール 9（産業と技術革新の基盤を作ろう）のハブ大学に任命されている。その活動の

一環として 3月に「SDGsアイデアソン in長岡-地域イノベーションから SDGs達成へ-」を開催した。

本学の学生と高等専門学校学生とが混成チームを編成し、長岡地域特産の伝統的な食品を使った町

おこしを題材に議論を重ね、ユニークなアイデアが数多く発表された。本学では、学生が主体とな

り活動するイベントを平成 31年度も実施する。 

② グローバル人材育成のためのジェネリックスキルを涵養し、専門基礎力及び専門力を踏まえたイ

ノベーション実践力を育むことを目標にアクティブ・ラーニングの手法を取入れた「エンジニアリ

ングデザイン」を平成 29年度に学部教養科目として開講した。平成 30年度の授業アンケートに 10

の評価項目『授業構成』、『達成目標理解』、『科目区分重要度』、『授業内容、使用教材』、『達成度』、

『学習貢献』、『講義評価』等を設定して受講学生にアンケートを実施した結果、「大変良い」、「良

い」が 60％から 80％を占め、授業方法等の有効性を確認した。 

③ 数学・自然科学及び教養等の授業科目を担当する共通教育センターに所属する教員が、新しい授

業方法の導入等で得られた成果や感覚及び学生の達成度について情報を共有し、カリキュラムの改

編を精力的に行った。カリキュラムポリシーに基づきつつ、平成 30 年度には、学士課程 3 科目、

修士課程 5科目の改編を行った。 

④ 技術科学イノベーション専攻の必修科目「海外リサーチ・インターンシップ」（海外もしくはこ

れに相当する環境での研究活動等を 4週間以上経験する）を 8名の学生が履修し、派遣先の研究機

関において研究活動を行い、協働研究者として高い評価を得た。また、同専攻の学生 1名が MBA取

得のため、協定校の国際大学（新潟県南魚沼市）で関連科目を受講した。 

文部科学省の卓越大学院プログラムの採択を受け、技術科学イノベーション専攻に「グローバル

超実践ルートテクノロジープログラムコース」を開設した。このコースでは、従前の人材育成に加

え、新産業を創成できるプロデュース能力のある情報システムに精通したタフなイノベーティブ人

材の輩出を可能とする教育プログラムを編成した。また、3 月に「卓越大学院プログラムキックオ

フミーティング」を開催し、SDGsを実現する人材を育てる卓越大学院として本学プログラムの概要

説明を行った。国連アカデミック・インパクトから SDGsのゴール 9（産業と技術革新の基盤を作ろ

う）の世界ハブ大学に任命された本学の使命を関係者と共有することができた。 

⑤ 修士課程の学生に開講した「修士海外研究開発実践」（リサーチ・インターンシップ）を 2 名の

学生が履修した。履修後のアンケートでは、「修士海外研究開発実践を経験することで将来役に立

つ」、「海外で活躍・仕事をする自信がついた」、「以前より海外での生活に興味や関心が高まった」

との意見が得られた。また、渡航期間中に履修できない専門科目に配慮して振替科目を各専攻で設

定し、修士課程修了時期に影響しないよう配慮した。なお、平成 30年度に当該科目について学部 4

年生を中心に広報を行ったところ、平成 31年 4月度に実施した説明会に 70名を超える修士学生が

参加した。 

 

（４．産業界のニーズを踏まえた先進的・実践的・創造的研究の推進と地域社会への貢献） 

① 学長戦略経費による研究助成を行うため、基礎研究、萌芽研究、重点研究領域・分野等の研究者

を対象に公募を行い、学長ヒアリングの結果、21 名の教員を採択し、18,800 千円の研究費を配分

した。また、本学の強み・特色となる 3研究領域（グリーンテクノロジー、材料科学、制御システ

ム）の 6分野に 20,000千円の配分を行った。この研究助成が成果をあげ、TOP10％ジャーナルに掲

載された論文数は、大学全体では 2017年 68編、2018 年 73編となり前年度比 107％となった。 
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また、「夢のある独創的研究」の公募を行い、10 名の教員を採択し、平成 30年度から令和 2年度

までの 3年間で 50,000千円の配分を決定し、平成 30年度は 20,000千円を配分した。 

学内ではカバー出来ない専門的領域における人材をクロスアポイントメント制度により雇用し

た。広報やデザインのエキスパート人材が 5年一貫制博士課程の学生指導を行うとともに、SDGsラ

イトのクリエイティブイベント出展、本学の教育研究成果の広報を行う未来ミュージアム構想実現

に向けた執行部への助言を行った。 

② 未来技術科学創造教育研究機構において、研究開発拠点として 3分野 6領域の研究を推進し、国

内外の先進システム、ノウハウ、専門知識の獲得と若手研究員の育成を支援するため、研究機構の

重点領域である材料科学分野の世界一線級の研究者 7名を招聘した。招聘研究者の専門分野は「金

属材料」、「ナノハイブリッド材料」、「ITとセラミックス薄膜合成プロセスの融合分野」等となって

おり、若手研究員やその研究室の学生を交えて研究指導等行った。なお、上記①で記載した、TOP10％

ジャーナルに掲載された論文数は大学全体のものであるが、同機構に所属する教員で調査すると、

2017年 37編、2018年 48編であり、前年度比 130%と大幅に増加した。 

同機構に所属する教員 60名の中から、領域リーダー2名、領域サブリーダー2名、教員 2名の合

計 6 名（平均年齢 47.8 歳）が、平成 31 年度の科学研究費補助金の基礎研究(A)に採択された（平

成 31年度における本学の基盤研究(A)の採択者は 7名（平均年齢 49.7歳）となっている）。 

同機構の教員 3 名が指導する大学院生 5 名が平成 31 年度日本学術振興会の特別研究員として採

択された(大学全体では 7名が採択された)。 

平成 30年度に採択された卓越大学院プログラムに、同機構から 21名(平均年齢 45.9歳）が材料

科学と制御システム分野を中心に参画しており、卓越大学院プログラム全体の常勤研究者 31 名の

うちの 3分の 2を占めている。 

③ 本学発出論文の世界的傾向を把握するため、エルゼビア社の論文 DB 分析サービス（SciVal）を

活用して分析した結果、海外との共著論文が多い傾向があることが判明し、これを研究戦略本部で

説明した。 

機能強化促進事業戦略 2 取組 3「未来技術分野での世界レベル研究拠点の形成と地域産業の活性

化」の取り組みとして学術論文英文校正（27件）及び論文投稿料（8件）を支援した。 

学長戦略経費の支援を受けることで、平成 30年度の科学研究費助成事業においては基盤研究（A）

が 3 件、戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）においては本学を代表とするプロジェクト

が 4件新規に採択されるなど、大型研究プロジェクトの採択につながった。また、育成部門を中心

に、特任教員による若手研究者指導や論文指導を積極的に実施して論文の質の向上を図ったことで、

論文発表が 487 報、そのうち海外研究機関との共著論文数は 120 報を占めるに至った。TOP10％ジ

ャーナルに掲載された論文数は、大学全体では 2017 年 68 編、2018 年 73 編となり前年度比 107％

であった。また、本学の学生が主体の国際会議を 3回開催し、研究成果を発表した。 

④ 新潟県内企業の技術者育成に貢献するため、公益財団法人にいがた産業創造機構主催の人材育成

研修「長岡モノづくりアカデミー」運営委員会に参画し内容の充実に協力した。また、12コースの

うち、4つのコースに 9名の教員を講師として派遣した。それぞれのコース受講者は、「基礎コース」

29名（21社）、「専門Ⅰコース」19名（15社）、「材料講座」6名（5社）、「専門Ⅱコース」12名（9

社）となった。 

⑤ 起業を目指す学生の掘り起こし、教員等の起業シーズ提供の有無を定期的に調査するため、産学

連携担当のクロスアポイントメント教員が中心となり、投資顧問会社から講師を招き、地元金融機

関、長岡市を交えたベンチャーサロンを 4回、起業セミナーを 2回開催した。本学の教員 4名、学

生 2名の起業相談を行い、この中の女性教員 1名が、野生動物被害対応や保護のためのコンサルテ

ィング会社を設立した。 
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⑥ NaDeC 構想を推進するための体制として、長岡市内 3 大学 1 高専、長岡商工会議所及び長岡市に

よる NaDeC 構想推進コンソーシアムを設立したほか、長岡市が市中心部の施設を整備し、NaDeC 構

想の一部を試行的に先行実施する場所として NaDeC BASE を設置し、他大学との合同授業、ベンチ

ャー起業実習等 20 件以上の事業を同所で実施した。NaDeC BASE を活用して行なわれた本学と長岡

造形大学の合同授業の発表をきっかけに、得意分野の異なる両大学の学生が合同チームを作り、地

域に新たな価値を創造し様々な課題の解決に貢献するアイデアと技術・サービスを競う「えちご想

発×Tech 学生 ICT ビジネスアイデアコンテスト 2018in 長岡」に応募し、応募総数 32 件の中から

グランプリを受賞した。 

本学が地域再生計画の策定等に協力したことにより、包括的連携協定を締結している鹿児島県長

島町が内閣府地方創生推進交付金獲得に成功し、特産のジャガイモ栽培技術や住民向け教育に係る

事業を共同実施した。同町からの受託事業費等は、平成 29 年度の 10,000 千円から平成 30 年度は

13,776千円に増加した。さらに、長島町から誘致を受けた本学サテライトキャンパス「夢創造キャ

ンパス長島（仮称）」の設置等、連携強化に向けた長島町との協議を引き続き実施するとともに、

包括的連携協定に基づく連携事業を加速するため長島町が長島町・長岡技大連携協議会を設置し、

委員が本学を視察し連携シーズを探った。 

7 月に函館工業高等専門学校と学術交流協定を締結し、函館高専内に本学初の高専・自治体連携

拠点となるサテライトラボ「夢創造ラボ函館」を設置し、地域産業創生を指向した連携教育研究を

加速するとともに、連携成果を発表する「函館水産海洋工学シンポジウム」を開催した。 

日本経済新聞が企業の人事担当者に調査した大学のイメージ調査において、「地域の産業・文化

に貢献している」の項目で国内全大学中の第 1位に評価された。 

⑦ GTP（GIGAKU テクノパーク）を開設している国・地域の重要課題及び国際産学連携活動等の情報

について、海外進出予定企業等向けに長岡及び東京で情報交換会を開催した。また、各国 GTPから

コーディネーター等の関係者を招聘し、GTP 間の交流会を開催した。これらの取り組みや技術相談

等による企業の海外進出支援は平成 30年度に 36件となり、これまでの支援活動等の成果として平

成 30 年度は 7 件 18,243 千円が国際共同研究へ進展（前年度比 1 件、11,957 千円増）した。また、

企業の海外進出により本学学生の海外インターンシップ派遣先が増加し、平成 30 年度は学部 4 年

生の 19％に当たる 72名（前年度比 4％、6名増）が長期海外インターンシップに参加し、グローバ

ルな人材育成につながった。 

 

４．「今後の国立大学の機能強化に向けての考え方」を踏まえた取組状況 

「Ⅱ 基本情報」 

１．目標 

長岡技術科学大学は、主に高等専門学校から学生を受入れ、社会の変化を先取りする“技学”を創

成し、未来社会で持続的に貢献する実践的・創造的能力と奉仕の志を備えた指導的技術者を養成する、

大学院に重点を置いたグローバル社会に不可欠な大学を目指して教育研究を展開してきた。 

第 3期中期目標期間では、技学に基づく地域や企業が抱える諸課題解決や、人材育成を先導する大

学であるとともに、グローバル化の進展に対応し、強みとなる研究分野を中心に世界の技術科学を先

導する、実践的教育研究の世界的拠点大学として、以下の教育研究活動を展開する。 

 

① 国際通用性を持つ実践的グローバル技術者育成の推進 

海外展開をも可能とする国際通用性を持つ技学に基づく実践的グローバル技術者教育プログラ

ムの整備と、それに基づく国内外での実践的グローバル技術者育成を推進する。 
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② 世界をリードする先進的・創造的研究や分野融合型研究の推進 

世界をリードする先進的・創造的研究や分野融合型研究の推進 

強みを持つ分野を中心に、世界トップレベルの研究を推進するための研究環境、支援体制を整備す

るとともに、技学に基づく産業界のニーズを先取りした先進的・創造的研究や分野融合型の研究を

推進する。 

 

③ 海外大学・産業界との強固なネットワークに立脚したグローバル化の推進 

技学教育研究の世界拠点として、海外の次世代戦略地域に技学教育研究モデル、産学官連携モデ

ルを展開して、グローバル産学官融合キャンパスの構築を進め、学生・教職員のグローバルな流動

性を推進する。 

 

④ 地域や企業が抱える諸課題解決への貢献 

教育研究の成果を社会に還元することで、地域や企業が抱える諸課題の解決や地域が必要とする

人材の育成に貢献するとともに、海外戦略拠点とのネットワークにより整備するグローバルな産学

官連携環境を地域や企業に提供することにより、地域を世界に繋ぐ役割を果たし、地域活性化・地

方創生に貢献する。 

  

２．業務内容 

  本学では、次の中長期的な成長のために、グローバル化社会に対応した技学のさらなる深化とこれ

を国内外に発信することによって、本学の研究成果の価値への理解を広め、技学の概念の普及を促進

し、同時に、その担い手である“技学人”の育成を通して我が国の産業の技術革新と国際競争力向上

に貢献することを目指し、その実現のために以下の６つの中長期成長戦略を掲げている。 

 

 

１．技学の教育研究拠点としての体制強化 

２．技学の担い手を育成する連携教育 

３．技学を通した社会貢献と絆の構築 

４．技学を核とした国際連携 

５．技学教育研究の情報システムによる高度化 

６．技学を発信する広報の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

３．沿革  

昭和 51.10. 1 長岡技術科学大学開学 

52. 4.18 工学部設置 

＜機械システム工学課程、創造設計工学課程、電気・電子システム工学課程、電

子機器工学課程、材料開発工学課程、建設工学課程＞ 

53. 4. 1 語学センター設置 

54. 4. 1 体育・保健センター設置 

55. 4. 1 

 

 

 

大学院工学研究科（修士課程）設置 

＜機械システム工学専攻、創造設計工学専攻、電気・電子システム工学専攻、

電子機器工学専攻、材料開発工学専攻、建設工学専攻＞ 

分析計測センター設置 

56. 4. 1 

 

57. 3. 1 

技術開発センター設置 

計算機センター設置 

ラジオアイソトープセンター設置 

57. 4. 1 工作センター設置 

59. 4. 1 

11. 1 

音響振動工学センター設置 

粒子ビーム工学センター設置 

61. 4. 1 

 

 

大学院工学研究科（博士後期課程）設置 

＜材料工学専攻、エネルギー・環境工学専攻＞ 

理学センター設置 

62. 4. 1 大学院工学研究科（博士後期課程）増設 

＜情報・制御工学専攻＞ 

63. 4. 8 計算機センターを情報処理センターに改称 

平成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元. 4. 1 工学部増設 

＜生物機能工学課程＞ 

4. 4. 1 大学院工学研究科（修士課程）増設 

＜生物機能工学専攻＞ 

6. 4. 1 工学部増設 

＜環境システム工学課程＞ 

9. 6. 1 マルチメディアシステムセンター設置 

10. 4. 1 大学院工学研究科（修士課程）増設 

＜環境システム工学専攻＞ 

11. 4. 1 粒子ビーム工学センター廃止 

極限エネルギー密度工学研究センター設置 

12. 4. 1 工学部改組 

＜機械創造工学課程、電気電子情報工学課程、経営情報システム工学課程＞ 

14. 4. 1 留学生センター設置 

テクノインキュベーションセンター設置 

15. 4. 1 eラーニング研究実践センター設置 

16. 4 .1 

 

国立大学法人長岡技術科学大学設置 

大学院工学研究科（修士課程）改組 

＜機械創造工学専攻、電気電子情報工学専攻、経営情報システム工学専攻＞ 
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17. 4 .1 高性能マグネシウム工学研究センター設置 

知的財産センター設置 

18. 4 .1 大学院技術経営研究科（専門職大学院）設置 

＜システム安全専攻＞ 

大学院工学研究科（博士後期課程）増設 

＜生物統合工学専攻＞ 

アジア・グリーンテック開発センター設置 

19. 4 .1 

 

10 .1 

教育方法開発センター設置 

共通教育センター設置 

産学融合トップランナー養成センター設置 

20. 4 .1 留学生センターを国際センターに改称 

安全安心社会研究センター設置 

21. 5 .1 

23. 4 .1 

 

11 .1 

メタン高度利用技術研究センター設置 

国際センター廃止 

国際連携センター設置 

技術支援センター設置 

24. 4 .1 大学院工学研究科（修士課程）増設 

 ＜原子力システム安全工学専攻＞ 

25. 9 .1 技学イノベーション推進センター設置 

27. 4 .1 

 

大学院工学研究科（５年一貫制博士課程）設置 

 ＜技術科学イノベーション専攻＞ 

工学部改組 

＜物質材料工学課程、環境社会基盤工学課程、情報・経営システム工学課程＞ 

大学院工学研究科（修士課程）改組 

＜物質材料工学専攻、環境社会基盤工学専攻、情報・経営システム工学専攻＞ 

 

４．設立に係る根拠法 

  国立大学法人法（平成 15年法律第 112号） 

 

５．主務大臣（主務省所管局課） 

  文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 



27 

６．組織図その他の国立大学法人等の概要 

国立大学法人長岡技術科学大学運営組織図 
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国立大学法人長岡技術科学大学組織図 
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７．事務所（従たる事務所を含む）の所在地 

新潟県長岡市上富岡町１６０３－１ 

 

８．資本金の額 

  １４，２０７，７３１，７０３円（全額 政府出資） 

 

９．在籍する学生の数 

  総学生数  ２３４２人 

   学部学生     １１６０人 

   修士課程       ９５２人 

   博士課程       １４８人 

   ５年一貫制博士課程  ５２人 

   専門職学位課程    ３０人 

 

１０．役員の状況 

  役員の定数は、国立大学法人法第１０条により、学長１人、理事３人、監事２人。任期は国立大学

法人法第１５条の規定及び国立大学法人長岡技術科学大学理事選考規則第５条の定めるところによ

る。 

役 職 氏 名 就任年月日 主 な 経 歴 

学 長 東 信彦 平成 27年９月 16日 

～平成 31年３月 31日 

昭和 62年 10月 

平成２年 10月 

平成 13年８月 

平成 25年 ９月 

平成 27年 ９ 月 

北海道大学工学部採用 

長岡技術科学大学助教授 

長岡技術科学大学教授 

長岡技術科学大学理事・副学長 

長岡技術科学大学長 

理 事 

( 教 育 研

究企画・

高専連携

担当) 

 

鎌土 重晴 平成 27年９月 16日 

～平成 31年３月 31日 

 

昭和 57年 ４ 月 

平成 ３ 年 ４ 月 

平成 ４ 年 ４ 月

平成 16年 10 月 

平成 27年 ９ 月 

津山工業高等専門学校採用 

長岡技術科学大学助手 

長岡技術科学大学助教授 

長岡技術科学大学教授 

長岡技術科学大学理事・副学長 

理 事 

( 国 際 連

携・産学

連 携 担

当) 

三上 喜貴 平成 27年９月 16日 

～平成 31年３月 31日 

 

昭和 50 年 ４月 

平成 ９ 年 ７月 

平成 23 年 ４月 

平成 27年 ９月 

通商産業省採用 

長岡技術科学大学教授 

長岡技術科学大学副学長 

長岡技術科学大学理事・副学長 

理 事 

(総務・財

務・経営

担当) 

秋山 和男 平成 30年４月１日 

～平成 31年３月 31日 

昭和 59年４月 

 

平成 12年 ４月 

 

平成 14年４月 

 

 

 

京都大学医学部附属病院医事

課採用 

国立情報学研究所国際・研究協

力部広報調査課長 

文部科学省研究開発局海洋地

球課地球・環境科学技術推進室

室長補佐 
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平成 16年５月 

 

平成 20年４月 

 

平成 20年 10月 

平成 21年４月 

平成 24年４月 

平成 26月４月 

平成 28年４月 

 

平成 30年４月 

文部科学省国際統括官付ユネ

スコ協力官 

文部科学省国際統括官付国際

統括官補佐 

九州大学国際交流部次長 

九州大学国際部長 

筑波大学国際部長 

筑波大学副理事（国際担当） 

文部科学省大臣官房政策課政

策情報分析官 

長岡技術科学大学理事・事務局

長 

監 事 

 

齋藤 彬夫 

 

平成 26年４月１日 

～令和２年８月 31日 

 

昭和 45年４月 

昭和 45年 10月 

昭和 53年 10月 

昭和 62年２月 

平成５年 11月 

平成 13年４月 

 

平成 19年 10月 

 

平成 26年４月 

山梨大学講師 

山梨大学助教授 

東京工業大学助教授 

東京工業大学教授 

東京工業大学教務部長併任 

東京工業大学附属図書館長併

任 

東京工業大学理事・副学長（教

育担当） 

長岡技術科学大学監事 

監 事 

 

滝上 由行 

 

平成 24年４月１日 

～令和２年８月 31日 

 

昭和 54年 11月 

 

昭和 61年 ２ 月 

平成 ２ 年 ８ 月 

平成 ７ 年 11月 

平成 24年 ４ 月 

監査法人朝日会計社（現あずさ

監査法人）入社 

滝上公認会計士事務所長 

中央新光監査法人社員 

中央新光監査法人代表社員 

長岡技術科学大学監事 

 

１１．教職員の状況 

  教員  ６８９人（うち常勤２０３人、非常勤４８６人） 

  職員  ３９２人（うち常勤１４３人、非常勤２４９人） 

  （常勤教職員の状況） 

常勤教職員は前年度比で１６人（４．４％）減少しており、平均年齢は４６．３歳（前年度４６．

０歳）となっております。このうち、国からの出向者は１人、地方公共団体からの出向者０人、民間

からの出向者は０人です。 
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「Ⅲ 財務諸表の要約」 

（勘定科目の説明については，別紙「財務諸表の科目」を参照願います。） 

 

１． 貸借対照表（ https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/zaimu_jyoho/zaimu.files/30zaimu.pdf ） 
 

（単位：百万円） 

資産の部 金額 負債の部 金額 

固定資産 

 有形固定資産 

  土地 

  建物 

   減価償却累計額 

構築物 

   減価償却累計額等 

  工具器具備品 

   減価償却累計額 

 その他の有形固定資産 

その他の固定資産 

 

流動資産 

 現金及び預金 

 その他の流動資産 

16,808 

16,321 

4,869 

15,622 

-7,586 

1,508 

-1,040 

10,038 

-8,887 

1,797 

486 

 

1,782 

1,473 

309 

固定負債 

 資産見返負債 

 その他の固定負債 

流動負債 

運営費交付金債務 

 寄附金債務 

 その他の流動負債 

3,392 

2,858 

534 

2,084 

87 

706 

1,289 

負債合計 5,477 

純資産の部 金額 

資本金 

 政府出資金 

資本剰余金 

利益剰余金 

14,207 

14,207 

-1,779 

684 

純資産合計 13,113 

資産合計 18,590 負債純資産合計 18,590 
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２．損益計算書（ https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/zaimu_jyoho/zaimu.files/30zaimu.pdf ） 
 

（単位：百万円） 

 金額 

経常費用（A） 6,833 

 業務費 

  教育経費 

  研究経費 

  教育研究支援経費 

  人件費            

  その他 

 一般管理費 

 財務費用 

 

1,059 

703 

292 

3,542 

811 

406 

17 

経常収益(B) 7,082 

 運営費交付金収益 

 学生納付金収益 

 その他の収益 

3,679 

1,387 

2,015 

臨時損益(C) -17 

前中期目標期間繰越積立金取崩額(D) 2 

当期総利益（当期総損失）（B-A+C+D） 233 

 
 
３．キャッシュ・フロー計算書（ https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/zaimu_jyoho/zaimu.files/30zaimu.pdf ） 
 

（単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 1,039 

 原材料、商品又はサービスの購入による支出 

人件費支出 

 その他の業務支出 

 運営費交付金収入 

 学生納付金収入 

 その他の業務収入 

-1,761 

-3,628 

-365 

3,655 

1,278 

1,861 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー(B) -409 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー(C) -132 

Ⅳ資金に係る換算差額(D) ― 

Ⅴ資金増加額（又は減少額）（E=A+B+C+D） 497 
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Ⅵ資金期首残高(F) 971 

Ⅶ資金期末残高（G=F+E） 1,469 

 
 
４．国立大学法人等業務実施コスト計算書 
（ https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/zaimu_jyoho/zaimu.files/30zaimu.pdf ） 

 
（単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ業務費用 4,109 

 損益計算書上の費用 

 （控除）自己収入等 

6,852 

-2,742 

（その他の国立大学法人等業務実施コスト） 

Ⅱ損益外減価償却相当額 

Ⅲ損益外減損損失相当額 

Ⅳ損益外利息費用相当額 

Ⅴ損益外除売却差額相当額 

Ⅵ引当外賞与増加見積額 

Ⅶ引当外退職給付増加見積額 

Ⅷ機会費用 

Ⅸ（控除）国庫納付額 

 

614 

― 

0 

― 

3 

-17 

1 

― 

Ⅹ国立大学法人等業務実施コスト 4,711 

 

５．財務情報 

(1) 財務諸表に記載された事項の概要 

① 主要な財務データの分析（内訳・増減理由） 

ア．貸借対照表関係 

（資産合計） 

平成３０年度末現在の資産合計は前年度比１１９百万円（０．６％）減の１８，５９０百万

円となっている。主な減少要因としては、建物に係る減価償却累計額が減価償却により５５０

百万円（７．８％）増の７，５８６百万円及び工具器具備品に係る減価償却累計額が減価償却

により５８１百万円（７．０％）増の８，８８７百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、工具器具備品が補助金財源による設備の取得等により４００

百万円（４．１％）増の１０，０３８百万円となったこと、建物が施設インフラ整備等により

９７百万円（０．６％）増の１５，６２２百万円となったことが挙げられる。 

 

（負債合計） 

平成３０年度末現在の負債合計は２５４百万円（４．８％）増の５，４７７百万円となって

いる。主な増加要因としては、資産見返負債が資産取得額の増加により９６百万円（３．５％）

増の２，８５８百万円となったこと、共同研究収入の増加及び繰越額の増加に伴い、前受共同

研究費が３８百万円（３７．３％）増の１３９百万円となったことが挙げられる。 
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（純資産合計） 

平成３０年度末現在の純資産合計は３７４百万円（２．７％）減の１３，１１３百万円とな

っている。主な減少要因としては、損益外減価償却累計額が減価償却等の見合いとして増加し

たことにより、６１４百万円（７．０％）増の９，３０３百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、当期未処分利益が２３３百万円となったこと、資本剰余金が

施設費や目的積立金による資産購入により、２４百万円（０．３％）増の７，５２８百万円と

なったことが挙げられる。 

 

イ．損益計算書関係 

（経常費用） 

平成３０年度の経常費用は１６８百万円（２．４％）減の６，８３３百万円となっている。

主な減少要因としては、教育経費が三機関連携事業の終了等により６８百万円（６．０％）減

の１，０５９百万円となったこと、研究経費が市場開拓技術構築事業の終了等により１１５百

万円（１４．１％）減の７０３百万円となったこと、人件費が１１７百万円（３．２％）減の

３，５４２百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、共同研究費が共同研究費受入額の増加により６３百万円（２

３．８％）増の３２７百万円となったことが挙げられる。 

 

（経常収益） 

平成３０年度の経常収益は５４百万円（０．７％）減の７，０８２百万円となっている。主

な減少要因としては、補助金収益が補助金財源の業務費の執行減により１３１百万円（３１．

７％）減の２８２百万円となったこと、資産見返勘定戻入が資産除却額や減価償却費の減少に

より１１４百万円（２１．１％）減の４２６百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、運営費交付金収益が特殊要因運営費交付金の収益化額増加に

より１２６百万円（３．５％）増の３，６７９百万円となったこと、共同研究受入の増加に伴

い共同研究収益が５８百万円（２１．７％）増の３２９百万円となったことが挙げられる。 

 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損１８百万円、前中期目標期間繰越積

立金を使用したことによる前中期目標期間繰越積立金取崩額２百万円を計上した結果、平成３

０年度の当期総損益は７５百万円（４７．７％）増の２３３百万円となっている。 

 

ウ．キャッシュ・フロー計算書関係 

（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成３０年度の業務活動によるキャッシュ・フローは６７８百万円（１８７．６％）増の１，

０３９百万円となっている。主な増加要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による

支出が２４４百万円（１２．２％）減の１，７６１百万円となったこと、補助金等収入が１３

３百万円（３０．２％）増の５７７百万円となったこと、受託研究収入が１１０百万円（２９．

８％）増の４７８百万円となったこと、人件費支出が９９百万円（２．６％）減の３，６２８

百万円となったことが挙げられる。 

また、主な減少要因としては、寄附金収入が２２百万円（１２．９％）減の１５４百万円と

なったことが挙げられる。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

平成３０年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、１７５百万円（７４．７％）減の△

４０９百万円となっている。主な減少要因としては、施設費による収入が２９６百万円（９２．

２％）減の２５百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、有価証券の取得による支出がなかったため１００百万円減と

なったことが挙げられる。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

平成３０年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、８百万円（６．４％）減の△１３２

百万円となっている。主な減少要因としては、利息の支払額が６百万円（５５．５％）増の１

７百万円となったこと、PFI 債務の返済による支出が１百万円（３４．９％）増の６百万円と

なったことが挙げられる。 

 

エ．国立大学法人等業務実施コスト計算書関係 

（国立大学法人等業務実施コスト） 

平成３０年度の国立大学法人等業務実施コストは２８８百万円（５．７％）減の４，７１１

百万円となっている。主な減少要因としては、業務費が２１５百万円（３．２％）減の６，４

０９百万円となったこと、共同研究収益が５８百万円（２１．７％）増の３２９百万円となっ

たこと、臨時損失が５３百万円（７４．６％）減の１８百万円となったことが挙げられる。 

また、主な増加要因としては、引当外退職給付増加見積額が５３百万円（７５．１％）増の

△１７百万円となったことが挙げられる。 

 

      (表) 主要財務データの経年表                                （単位：百万円） 

区分 平成２６年度 平成２７年度  平成２８年度  平成２９年度  平成３０年度  

資産合計 20，937 20,130 18,853 18,710 18,590 

負債合計 6，586 5,688 5,063 5,222 5,477 

純資産合計 14，350 14,442 13,790 13,487 13,113 

経常費用 7，603 7,358 6,974 7,002 6,833 

経常収益 7，738 7,506 7,126 7,136 7,082 

当期総損益 53 266 131 157 233 

業務活動によるキャッシュ・フロー 582 305 301 361 1,039 

投資活動によるキャッシュ・フロー 80 -984 -757 -234 -409 

財務活動によるキャッシュ・フロー -102 -102 -110 -124 -132 

資金期末残高 2，317 1,535 969 971 1,469 

国立大学法人等業務実施コスト 5，536 5,162 5,181 4,999 4,711 

（内訳）      

 業務費用 5，101 4,637 4,427 4,403 4,109 

  うち損益計算書上の費用 7，697 7,421 7,083 7,074 6,852 

  うち自己収入 -2，596 -2,783 -2,655 -2,671 -2,742 

 損益外減価償却相当額 607 634 654 655 614 

 損益外減損損失相当額 - - - - - 

 損益外利息費用相当額 0 0 0 0 0 
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 損益外除売却差額相当額 0 0 7 4 - 

 引当外賞与増加見積額 3 -9 2 0 3 

 引当外退職給付増加見積額 -233 -102 78 -70 -17 

 機会費用 57 1 10 7 1 

 （控除）国庫納付額 - - - - - 

 
② セグメントの経年比較・分析  

   業務等区分を全学１つとしているため、該当なし。  
 

③ 目的積立金の申請状況及び使用内訳等 

当期総利益２３３百万円のうち、中期計画の剰余金の使途において定めた教育研究の質の向上

に充てるため、全額を目的積立金として申請している。 

平成３０年度においては、前中期目標期間繰越積立金の使途目的に充てるため、１８百万円を

使用した。 

 

(2) 重要な施設等の整備等の状況 

① 当事業年度中に完成した主要施設等 

該当なし 

② 当事業年度において継続中の主要施設等の新設・拡充 

該当なし 

③ 当事業年度中に処分した主要施設等 

該当なし 

④ 当事業年度において担保に供した施設等 

該当なし 

(注) 「施設等」には土地を含む。 

 

(3) 予算及び決算の概要 

以下の予算・決算は、国立大学法人等の運営状況について、国のベースにて表示しているものであ

る。 

（単位：百万円） 

区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算 決算 差額理由 

収入 8,899 9,156 7,464 7,651 6,667 6,936 6,852 7,210 6,371 7,275  

 運営費交付金収入 

 補助金等収入 

 学生納付金収入 

 附属病院収入 

 その他収入 

3,968 

562 

1,355 

- 

3,014 

4,048 

651 

1,345 

- 

3,112 

3,776 

623 

1,335 

- 

1,730 

3,877 

542 

1,368 

- 

1,864 

3,572 

523 

1,339 

- 

1,233 

3,571 

559 

1,345 

- 

1,396 

3,626 

401 

1,276 

- 

1,549 

3,664 

436 

1,306 

- 

1,804 

3,674 

171 

1,221 

- 

1,305 

3,723 

574 

1,280 

- 

1,698 

前年度からの繰越等による増 

計画変更等による増 

授業料等の徴収者数増加による増 

 

目的積立金承認等による増 

支出 8,899 8,906 7,464 7,255 6,667 6,513 6,852 6,728 6,371 6,635  

 教育研究経費 

 診療経費 

 一般管理費 

 その他支出 

5,633 

－ 

－ 

3,266 

5,567 

－ 

－ 

3,339 

5,337 

- 

- 

2,127 

5,250 

- 

- 

2,005 

5,148 

- 

- 

1,519 

4,977 

- 

- 

1,536 

5,209 

- 

- 

1,643 

5,086 

- 

- 

1,642 

5,235 

- 

- 

1,136 

5,039 

- 

- 

1,596 

経費節減に努めたこと等による減 

 

 

計画変更等による増 

収入－支出 － 250 - 396 - 423 - 482 - 640 － 
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「Ⅳ 事業に関する説明」 

(1) 財源の内訳（財源構造の概略等） 

 当法人の経常収益は７，０８２百万円で、その内訳は、運営費交付金収益３，６７９百万円（５１．

９％）、授業料収益１，０７７百万円（１５．２％）、受託研究収益３４７百万円（４．９％）、その他

１，９７８百万円となっている。 

  

(2) 財務情報及び業務の実績に基づく説明 

 当法人は、単一のセグメントによって全ての事業を行っており、主な事業の内容及び成果については、

「Ⅰはじめに」に記載したとおりとなっている。 

 

(3) 課題と対処方針等 

平成３０年度における中期目標に定める財務内容の改善に関する特記事項は下記のとおりである。 

 

（外部研究資金の獲得） 

① 研究戦略本部において、科研費の過去の採択状況の把握や傾向分析を行った。科研費採択数増の

ため、本学名誉教授に科研費アドバイザーを委嘱しレビューを実施し、また、過去の採択課題の申請

書を学内で閲覧できる体制を整備した。さらに、科研費の申請・制度改革について専門のコンサルテ

ィング会社による全学説明会を 9月に開催し、講演会の動画、資料を閲覧できるようにした。 

② 外部資金獲得のため、競争的資金及び各種助成金情報（261件）を学内インフォメーションページ

に掲載し、電子メールにより更新情報を全教職員に周知した。この結果、教員から 54件の応募があっ

た。 

 

（大学基金等の寄附金） 

① 平成 31年度に向けて「成果を中心とする実績状況に基づく配分額」の方針が文部科学省から示さ

れ、本学ではこの方針の分配指標を参考に、自己収入を獲得するための取り組みとして、地方公共団

体、企業等からの外部資金獲得及び寄附金・雑収入獲得のための取り組みを積極的に進め、以下への

事業の予算配分を優先的に行った。 

(1) GTPのネットワークを活用して、企業視察や交流会を開催するとともに、学長が企業トップと

面談し、海外拠点での人材育成・技術支援を目的とした会員制の「21世紀ランプ会」への加入を勧

めた。特典メニューとして、企業の PRビデオを放映するためのデジタルサイネージ（モニター）を

提供した。また本学が SDGs に積極的に活動していることを PRしたことで、環境保全等に関心を示

す企業から寄附を受けた。この結果、「21世紀ランプ会」（本学の国際共同教育研究事業推進のため

の基金）に 25件、受入額 4,464千円の加入申込があり、平成 29年度の件数 12件、受入額 2,230千

円の約 2 倍となった。 

(2) 本学は、平成 27年度に開学 40周年を迎えた。卒業生数は 15,000名を超えており、開学期入

学の卒業生が企業等の幹部として活躍していることから、卒業生の現況を把握し、大学と卒業生及

び卒業生同士の連携を築くため、平成 29年度に校友会を設立した。毎年卒業を迎える卒業生に卒業

式等で校友会の加入を促し、過去の卒業生には郵送等で加入を依頼した。会員には校友会開催のお

知らせ、本学イベントへの参加等のお知らせメールを送付し本学及び会員同士の結びつきを強化す

る。 

② 企業の SDGsに対する取り組み強化が社会的に求められることから、国連本部から国連アカデミッ

ク・インパクトの SDGsゴール 9のハブ校に任命された実績を生かし、SDGsをテーマとした会員特別講

演会を開催する等、入会訴求性の高い企画を実施した結果、21世紀ランプ会への寄附額は平成 29年度

の 12件、2,230千円から平成 30年度は 25件、4,464 千円に増加した。 

また、SGUに関する海外支援を展開する中で、人材の獲得と育成に対する要請が強まっていることを分

析し、海外に拠点を持つ企業をターゲットに、人材育成もテーマに含めた「海外拠点を活用した海外

展開支援に関する相談会」を初めて東京で開催した。その結果、国際共同研究の新規実施の取り組み
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が進展し、企業との国際共同研究契約額は平成 29年度の 6,286千円から平成 30年度は 18,243千円へ

と約 3倍にまで増加した。 

さらに、新たな基金制度の設立のため、不動産等の寄附受入れによる基金、携帯電話を活用する募金、

ふるさと納税を活用した寄附など、包括的連携協定を締結している地元金融機関の協力も得ながら、

多方面から情報を収集して、実施の可能性を検討した。また、長岡市や地元金融機関を通じて関連施

設にリーフレットを配布したところ、長岡市民から古本募金の申込があった。なお、平成 30年度の古

本募金は、6,003冊、173千円となった。 

 

（経費の抑制・削減） 

① 平成 29年度から継続して、一般的な財務指標だけではなく、様々な視点（健全性・安全性、活動

性、発展性、収益性、効率性）での財務指標についてデータ集積を行うとともに、平成 29年度財務諸

表ベースで一般管理費を分解し、管理費抑制の精査・分析を行い、経費削減可能な科目に分類した。

また、財務版 IRとして、寄附金、受託研究等の外部資金の分析を行った。なお、IRの提言等による事

業見直しにより、平成 29年度決算ベースでの全体予算に対する管理経費の割合は平成 29年度の 10.28%

から 10.11%に削減された。 

② 省エネ行動計画に沿って、省エネルギー対策としてクールビズや夏期の節電実施期間の実施や省

エネ機器・設備を導入することとし、総合研究棟 1・2 階空調設備改修工事や LED証明への交換の実施、

トイレ改修による節水など省エネに取り組んだ。この結果、平成 30年度のエネルギー使用量（原油換

算）は 3,252ｋLで、削減目標値 3,470ｋLよりさらに 6.3％減を達成した。 

 

（資金運用） 

① 寄附金残高等、学内資金の動向について継続的に調査を行うとともに、地元金融機関のほか、三

菱 UFJ証券株式会社からも直近の金融市場の動向について情報収集を行った。また、運用先金融機関

の経営状況や金融商品のモニタリングを実施するとともに、本学は SDGsのゴール 9のハブ校としての

任務を遂行するため、社会貢献のための運用を優先し、かつ、本学が重視する SDGsへの取り組みを推

進するため、開発途上地域の経済・社会の開発と日本及び国際経済社会の健全な発展のために活用す

る JICA債（社会貢献債）をはじめとする本学で購入可能な金融商品に関する詳細な調査を実施した。

調査結果を受け、「学長が特に必要と認める場合」として、SDGsなど大学事業と関連した金融商品に運

用できる方途を設定した。平成 30年度の資金運用率は、91.5％となった。 

② 分析計測センターにおいて、遠方の企業や研究機関が本学の研究機器を共同利用できるように、

実機側の機器オペレーターを介した半遠隔操作による機器利用システムについて実証実験を進めると

ともに、測定依頼を受ける体制を整え、令和元年度から測定依頼料金を収入として計上する準備を進

めている。 

③ 研究棟のすべての室使用計画書をもとに作成したリストで、現地調査・ヒアリングを実施して現

在の室使用の状況等を把握し、適切に室利用されていることを確認した。 

 

「Ⅴ その他事業に関する事項」 

１．予算、収支計画及び資金計画 

(1)．予算 

決算報告書参照（ https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/zaimu_jyoho/zaimu.files/30kesan.pdf ） 

(2)．収支計画 

年度計画及び財務諸表（損益計算書）参照 

（年度計画 https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/keikaku/index_cyuuki.files/nendokeikaku30.pdf ） 

（財務諸表 https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/zaimu_jyoho/zaimu.files/30zaimu.pdf ）  
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(3)．資金計画 

年度計画及び財務諸表（キャッシュ・フロー計算書）参照 

（年度計画 https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/keikaku/index_cyuuki.files/nendokeikaku30.pdf ） 

（財務諸表 https://www.nagaokaut.ac.jp/annai/zaimu_jyoho/zaimu.files/30zaimu.pdf ）  

 

 

２．短期借入れの概要 

該当なし 

 

 

３．運営費交付金債務及び当期振替額の明細 

（１）運営費交付金債務の増減額の明細 
（単位：百万円） 

交付年度 期首残高 
交付金当 

期交付額 

当期振替額 

期末残高 運営費交 

付金収益 

資産見返運営費

交付金（建設仮勘

定見返含む） 

資本 

剰余金 
小計 

平成２８年度 67 - 18 - - 18 49 

平成２９年度 65 - 41 - - 41 24 

平成３０年度 - 3,655 3,619 22 - 3,641 14 

 
 
（２）運営費交付金債務の当期振替額の明細 

 

 ①平成２８年度交付分 

 

区  分 金 額 内       訳 

業務達成基

準による振

替額 

 - 該当なし 

期間進行基

準による振

替額 

 - 

 

該当なし 

 

費用進行基

準による振

替額 

運営費交付

金収益 

18 ①費用進行基準を採用した事業等：年俸制導入促進費 

②当該業務に関する損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：18 

  （人件費：18） 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 

 ｳ)固定資産の取得額：0 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 18百万円を収益化。 

資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

計 18 
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国立大学法

人会計基準

第 78 第３項

による振替

額 

 - 該当なし 

合計  18  

 

 

②平成２９年度交付分 

 

区  分 金 額 内       訳 

業務達成基

準による振

替額 

運営費交付

金収益 

4 

 

①業務達成基準を採用した事業等：夢のある独創的研究支援事業 

②当該業務に関する損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：4 

 （研究経費：4、人件費：0） 

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 

ｳ)固定資産の取得額：0 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

・夢のある独創的研究支援事業について、それぞれの事業等の成果

の達成度合い等を勘案し、4百万円を収益化。 

資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

計 4 

期間進行基

準による振

替額 

 - 該当なし 

費用進行基

準による振

替額 

運営費交付

金収益 

36 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、年俸制導入促進費 

②当該業務に関する損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：36 

  （人件費：36） 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 

 ｳ)固定資産の取得額：0 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 36百万円を収益化。 

資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

計 36 

国立大学法

人会計基準

第 78 第３項

による振替

額 

 - 該当なし 

合計  41  
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③平成３０年度交付分 

 

区  分 金 額 内       訳 

業務達成基

準による振

替額 

運営費交付

金収益 

180 

 

①業務達成基準を採用した事業等：大学の機能強化の方向性に応じた

重点支援、夢のある独創的研究支援事業、若手人材支援経費 

②当該業務に関する損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：180 

 （教育経費：34、研究経費：45、人件費：95、一般管理費：4） 

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 

ｳ)固定資産の取得額：7 （工具器具備品：7） 

 

③運営費交付金収益化額の積算根拠 

・大学の機能強化の方向性に応じた重点支援については、十分な成

果を上げたと認められることから、運営費交付金債務全額の 145 百

万円を収益化。 

・夢のある独創的研究支援事業については、それぞれの事業等の成

果の達成度合い等を勘案し、12百万円を収益化。 

・若手人材支援経費については、十分な成果を上げたと認められる

ことから、運営費交付金全額の 30 百万円を収益化。 

資産見返運

営費交付金 

7 

資本剰余金 - 

計 187 

期間進行基

準による振

替額 

運営費交付

金収益 

3,191 ①期間進行基準を採用した事業等：業務達成基準及び費用進行基準を 

採用した業務以外の全ての業務。 

②当該業務に関する損益等 

ｱ)損益計算書に計上した費用の額：3,191 

（教育経費：45、研究経費：6、教育研究支援経費：10、 

人件費：3,075、一般管理費：49、固定資産除却損：1） 

ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 

ｳ)固定資産の取得額：14 

（工具器具備品：5、建物附属設備：7、図書：0） 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 3,205 百万円を収益化。 

資産見返運

営費交付金 

14 

資本剰余金 - 

計 3,205 

費用進行基

準による振

替額 

運営費交付

金収益 

248 ①費用進行基準を採用した事業等：退職手当、年俸制導入促進費、 

移転費、建物新営設備費 

②当該業務に関する損益等 

 ｱ)損益計算書に計上した費用の額：248 

  （教育経費：18、研究経費：40、教育研究支援経費：4、 

人件費：181、一般管理費：2） 

 ｲ)自己収入に係る収益計上額：0 

 ｳ)固定資産の取得額：0 

③運営費交付金の振替額の積算根拠 

 業務進行に伴い支出した運営費交付金債務 248百万円を収益化。 

資産見返運

営費交付金 

- 

資本剰余金 - 

計 248 

国立大学法

人会計基準

第 78 第３項

による振替

額 

 - 該当なし 

合計  3,641  
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（３）運営費交付金債務残高の明細 

①平成２８年度交付分 

（単位：百万円） 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 

平成２８年度 業務達成基準

を採用した業

務に係る分 

- 該当なし 

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 

49 定員超過 

・上記については、中期計画期間終了時に国庫返納する予定である。 

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 

- 該当なし 

 

計 49  

 

②平成２９年度交付分 

 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 

平成２９年度 業務達成基準

を採用した業

務に係る分 

- 該当なし 

 

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 

16 定員超過 

・上記については、中期計画期間終了時に国庫返納する予定である。 

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 

7 年俸制導入促進費 

・上記については、年俸制導入促進費の執行残であり、翌事業年度以

降に使用する予定である。 

計 24  

 

②平成３０年度交付分 

 

交付年度 運営費交付金債務残高 残高の発生理由及び収益化等の計画 

平成３０年度 業務達成基準

を採用した業

務に係る分 

14 夢のある独創的研究支援事業 

・上記業務は、学内プロジェクト事業であるため、翌事業年度の計画

分を債務として繰越したもの。 

期間進行基準

を採用した業

務に係る分 

- 該当なし 

 

費用進行基準

を採用した業

務に係る分 

- 該当なし 

 

計 14  
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（別紙） 

■ 財務諸表の科目 

１． 貸借対照表 

 有形固定資産：土地、建物、構築物等、国立大学法人等が長期にわたって使用する有形の固定資

産。 

 減損損失累計額：減損処理（固定資産の使用実績が、取得時に想定した使用計画に比して著しく

低下し、回復の見込みがないと認められる場合等に、当該固定資産の価格を回収可能サービス価格

まで減少させる会計処理）により資産の価格を減少させた累計額。 

 減価償却累計額等：減価償却累計額及び減損損失累計額。 

 その他の有形固定資産：機械装置、図書、美術品・収蔵品、車輌運搬具等が該当。 

 その他の固定資産：無形固定資産（ソフトウェア等）、投資その他の資産（投資有価証券等）が該

当。 

 現金及び預金：現金（通貨及び小切手等の通貨代用証券）と預金（普通預金、当座預金及び一年

以内に満期又は償還日が訪れる定期預金等）の合計額。 

 その他の流動資産：未収学生納付金収入、未収受託研究等収入、その他未収入金等が該当。 

 資産見返負債：運営費交付金等により償却資産を取得した場合、当該償却資産の貸借対照表計上

額と同額を運営費交付金債務等から資産見返負債に振り替える。計上された資産見返負債について

は、当該償却資産の減価償却を行う都度、それと同額を資産見返負債から資産見返戻入（収益科目）

に振り替える。 

 その他の固定負債：長期未払金（長期リース債務）、PFI 債務等が該当。 

 運営費交付金債務：国から交付された運営費交付金の未使用相当額。 

 寄附金債務：寄附金の未使用相当額。 

 その他の流動負債：前受受託研究費、未払金等が該当。 

政府出資金：国からの出資相当額。 

 資本剰余金：国から交付された施設費等により取得した資産（建物等）等の相当額。 

 利益剰余金：国立大学法人等の業務に関連して発生した剰余金の累計額。 

  

２． 損益計算書 

業務費：国立大学法人等の業務に要した経費 

教育経費：国立大学法人等の業務として学生等に対し行われる教育に要した経費。 

 研究経費：国立大学法人等の業務として行われる研究に要した経費。 

 教育研究支援経費：附属図書館、各種センター等の特定の学部等に所属せず、法人全体の教育及

び研究の双方を支援するために設置されている施設又は組織であって学生及び教員の双方が利用す

るものの運営に要する経費。 

 人件費：国立大学法人等の役員及び教職員の給与、賞与、法定福利費等の経費。 

 一般管理費：国立大学法人等の管理その他の業務を行うために要した経費。 

 財務費用：支払利息等。 

 運営費交付金収益：運営費交付金のうち、当期の収益として認識した相当額。 

 学生納付金収益：授業料収益、入学料収益、入学検定料収益の合計額。 

 その他の収益：受託研究収益、寄附金収益、補助金等収益等。 

 臨時損失：固定資産の除却損、環境対策引当金繰入額。 

 目的積立金取崩額：目的積立金とは、前事業年度以前における剰余金（当期総利益）のうち、特 

に教育研究の質の向上に充てることを承認された額のことであるが、それから取り崩しを行った額。 
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 前中期目標期間繰越積立金取崩額：前中期目標期間繰越積立金とは、前中期目標期間における積

立金のうち、第３期中期計画に定められた積立金の使途に充てることを承認された額のことである

が、それから取り崩しを行った額。 

 

３． キャッシュ・フロー計算書 

 業務活動によるキャッシュ・フロー：原材料、商品又はサービスの購入による支出、人件費支出

及び運営費交付金収入等の、国立大学法人等の通常の業務の実施に係る資金の収支状況を表す。 

 投資活動によるキャッシュ・フロー：固定資産や有価証券の取得・売却等による収入・支出等の

将来に向けた運営基盤の確立のために行われる投資活動に係る資金の収支状況を表す。 

 財務活動によるキャッシュ・フロー：増減資による資金の収入・支出、債券の発行・償還及び借

り入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済等に係る資金の収支状況を表す。 

 資金に係る換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額相当額。 

 

４． 国立大学法人等業務実施コスト計算書 

 国立大学法人等業務実施コスト：国立大学法人等の業務運営に関し、現在又は将来の税財源によ

り負担すべきコスト。 

 損益計算上の費用：国立大学法人等の業務実施コストのうち、損益計算上の費用から学生納付金

等の自己収入を控除した相当額。 

 損益減価償却相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定されない

資産の減価償却費相当額。 

 損益外減損損失相当額：国立大学法人等が中期計画等で想定した業務を行ったにもかかわらず生

じた減損損失相当額。 

 損益外利息費用相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定されな

い資産に係る資産除去債務についての時の経過による調整額。 

 損益外除売却差額相当額：講堂や実験棟等、当該施設の使用により一般に収益の獲得が予定され

ない資産を売却や除去した場合における帳簿価額との差額相当額。 

 引当外賞与増加見積額：支払財源が運営費交付金であることが明らかと認められる場合の賞与引

当金相当額の増加見積相当額。前事業年度との差額として計上（当事業年度における引当外賞与引

当金見積額の総額は、貸借対照表に注記）。 

 引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかと認められる

場合の退職給付引当金増加見積額。前事業年度との差額として計上（当事業年度における引当外退

職給付引当金見積額の総額は貸借対照表に注記）。 

 機会費用：国又は地方公共団体の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場合の本来負

担すべき金額等。 

 

 

 

 

 

 


